








 

 

 

 

 

 

 

この風景は、1968 年、日本で初めて
肢体の不自由な子どもたちの養護施設
「ねむの木学園」の開園式の様子です。 

障がいのある子どもさんが就学
し ゅ う が く

猶予
ゆ う よ

と
された時代、国の施策に先駆けて、「どの
子にも教育を」「言葉でしゃべれない
子も絵でしゃべることができる」と、実
践された女優の宮城まり子さんが 3 月に
93 歳で死去されました。 

｢教師も、介護する人も、調理人も、俳優
も、同じであると信じています。いい調理
人はいい教師です。黒板という舞台装置
の前で、教科書という台本を持ち、それを
いかに正しく、優しく、伸びやかに、生徒と
いう観客に伝えるか。どういう影響を与え
るかでいい教師とだめな教師に分かれる
と思います｣ 

こう言われる宮城まり子さんの運営方
針は、 時代とともに教育目標が変化して
も、子どもたちの豊かな感性や可能性を
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引き出すための色あせない手立てだと思
うのです。        

自立をめざし、隠れた才能を伸ばし、医
療はもちろんのこと、文化的に暮らせる
「ねむの木村」には、文学館、美術館、工
房、小さな店、そして豊かな自然環境があ
るそうです。絵画、音楽、手描き友禅、コー
ラスなど、指導は多彩ですが、本物を見
せるためその道の一流の講師を呼ぶと
いいます。どこまでも子どもたちの豊かな
感性と可能性を信じて、本物に触れること
を職員にも求めました。その成果は、園児
たちの成長と作品に表れています。 

教師(子どもに接する大人)という存在その
ものと、｢やさしくね やさしくね…｣の言
葉が教育の土台になっているのです。   

お問い合わせ 

 

次ページは 

「少年非行 
問題を考える」 

～被害者・加害者の対立 

を超えて～ です 

みなさまへ 
本年４月１日より館長となりました畠中 剛（はたなか

つよし）と申します。３年前から係長として、務めさせてい
ただいておりました。 

よく市民の皆様から「『隣保館だより』の隣保館です
ね」と言われます。毎月、担当者が熱い思いで作成して
いる「隣保館だより」なので、その熱意が伝わっているん
だと大変嬉しく思いますが、それだけではありません。 

今後、施設や事業の改善はもちろんのこと、隣保館運
営委員の皆様をはじめ、多くの市民の皆様からのお知
恵をいただきながら、本来の役割を忘れることなく、三木
市立総合隣保館としての明日を創造していきたいと考
えています。 

本年度は、市民の皆様にとって安心、安全、使いやす
い施設となるよう、耐震補強工事とエレベーター設置工
事を実施する予定です。工事中は何かとご不便をおか
けしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

三木市立総合隣保館長 畠中 剛 
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…来賓の名札は「ちょうちょうさん」とひら
がな書き、お祝いの言葉は「皆が幸せに暮らせま
すように…」など簡単に。引き出物はピンクや黄
色、ブルーのヨーヨーです。町の小学生の鼓笛隊
の演奏、その脇では、竹田扇之助さんが 
「都獅子神楽一節」を演じられ、お 
祝いをされます。最後は、みんなで 
花の種を結び付けたカラフルな風 
船を飛ばしています。なんとも幸せな時間でしょ
う。そう、子どもたちが主役なのです。… 
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【テーマ:心あたたまるあの場面】･･･看護体験の時、私はお年寄りの方の頭を洗わせてもらいました。人の髪を洗うのは

初めてで、気をつかいながら洗っていたら看護師の方に「しっかり洗う方が気持ちいいよ！」と言われ、きんちょうしていたけど 

｢少年非行問題 
を考える｣ 

～被害者・加害者の対立を超えて～ 

人権の小窓 

１ 子どもの人権問題との出会い 
私は、裁判官として４年目に家庭裁判所の

少年事件を担当しました。その時「非行問題」
と出会い、気づいたことがあります。 
❀人権侵害の｢被害者｣として生きる少年 

少年は、非行の場面では加害者であっても、
その前にわずか十数年の短い人生を虐待や
いじめを受けたり、おとなの不適切な扱いを受
けた人権侵害の「被害者」の側面を背負っ
て生きている人だということでした。 

家庭裁判所の仕事は、非行の
結果を非難して罰するのではな
く、科学的な調査で非行の原因

を理解し、少年の成長発達の保障をするため、
一人ひとりに応じた根拠のある個別的な処遇
をすることです。権力的な刑事裁判とはまった
く違う、科学性とヒューマニズムのある家庭裁
判所の仕事が面白いと思いました。 
❀｢困った子｣でなく｢困っている子ども｣ 

少年法第１条の健全育成の理念は、非行を
単なる「処罰の理由」ではなく、「子どもの
育ちのプロセスの問題」という観点に立つ
べきことを意味しています。児童福祉法も健全

育成の理念が規定されています。
非行や問題行動に走る子どもは、
学校や地域で問題児、困った子

どもと見られがちですが、生まれながらの問
題児はいない。実際には「困った子」でなく
「困っている子ども」です。その子どもが困って
いるときに適切な支援の手が差しのべられた
ら、非行には走らない。不幸にして非行に走っ
てしまった子どもも適切な援助によって非行を

再発しないで、社会で建設的な役割を担う市
民に成長することもできる。それが本当の意味
の非行防止であり、その子どもへの信頼に立
つのが少年法の健全育成の理念であること
を、実際に子どもたちから学びました。 

そして、「非行から少年をみる」のではなく、
「少年を理解するなかで非行の意味を理解す
る」ことが必要だと確信し、各地の任地で希望
して通算１０年間少年事件を担当し、国連で子
どもの権利条約が成立した１９８９年に、子ど
もの側に立って弁護とか支援をする仕事をし
ようと考えて弁護士を開業しました。 
２ 犯罪の被害者・加害者の対立を超えて 

犯罪、非行はいうまでもなく不幸な被害が
発生する社会的トラブルです。犯罪行為者は
単に国家の法を破った者として懲役などの刑
罰に服して償うものとされ、刑事裁判の手続で
は、従来その犯罪の被害者の人権、権利の侵
害とその回復に必ずしも十分光を当てなかっ
たのです。 

近年ようやく、刑事裁判や非公開の少年審
判にも被害者が参加する制度が一定限度で
創設されましたが、その制度では裁判を受け
る被告人・少年と被害者は対立的な関係とさ
れます。被害者やその家族への生活保障や精
神的被害の回復の支援のための福祉的制度
はまったく不十分なのです。まして、加害者
である被告人や少年が裁判の手続が終わっ
た後に刑罰や保護処分の教育を受けてどのよ
うに改善して社会復帰するのかという情報に
ついては、被害者に伝える制度は極めて貧弱
で、被害者の安心は保障されていません。 

NPO 法人 全国不登校新聞社代表理事 
NPO 法人 子どもセンターパオ理事長 

弁護士  多田
た だ

 元
はじめ

 
1944 年兵庫県尼崎市生まれ。1969 年裁判官任官。

1988 年退職。1989 年名古屋市で弁護士開業。400 人
以上の少年事件に向き合い、修復的司法の視点から、犯
罪被害者、加害者両方の支援を行っている。『少年の「附
添人」からつきあう人へ』等、著書多数。   

（２１６）   令和２年５月 



その言葉できんちょうが和らぎ、しっかり洗えました。そしたら、お年寄りの方に「気持ちよかったよ。ありがとう、上手だね」といわれ、

本当にうれしかったです。やりがいのあったものになりました （匿名希望） 市民が創る まあるいココロ あったかメッセージより 

❀１４歳の少年の殺人事件 
 私が十数年前に当時１４歳の少年の殺人

事件の附添人を担当したケースをひとつの体
験例として差し支えない範囲でご紹介します。 

少年は幼い頃から母が再婚した継父の暴
力を日常的に受けてきた被虐待児でした。
思春期になり何度も家出をくり返し、警察、児
童相談所に「保護」されましたが、彼は家族の
秘密とされた虐待を話さないので、保護のた
びにその家庭へ戻されていました。 

彼の重大な事件が発生して、私が逮捕され
た彼と面接した際に家出の話を聞いて「虐待
を受ける子どもを守るために家出の手伝いを
たくさんした」と話すと、彼は「ボクの家もそう
でした」と初めて自分の虐待被害を話した
のです。家庭裁判所の記録を附添人として閲
覧すると、児童相談所の記録の写しが綴じら
れていて、そのなかに彼が児童相談所で書か
された誓約書があり、その第１項に「家出をし
ないこと」と書かれていました。 
❀「家出」は子どものＳＯＳ 

子どもの視点に立てば「家出」は子どものＳ
ＯＳと理解しますが、児童相談所の職員は問題
行動としたので、彼は虐待被害を話せなかっ
たのです。このとき虐待に気づいて彼を援助
する措置がとられたら、その後の取り返し
のつかない重大事件はな
かっただろうと被害者、ご
遺族と彼のために本当に無
念の思いがしました。 

彼は長期間の少年院収容の保護処分とな
りましたが、父母はまったく面会に行かず、私
が職務終了した「もと附添人」として少年院に
面会に通いながら、被害者ご遺族に彼の謝罪
の手紙を届けるなどの援助を無償のボランテ
ィアで継続しました。ご遺族は被害者支援の弁
護士に委任し、弁護士を通じて話しあいが可
能となり、少年院の協力も得ながら準備を重
ね、少年院でご遺族が少年と対面することが
できました。 

❀少年の「涙」の水たまり 
少年は対面の場へ入ると、崩れるように床

に膝をついてしまい、その床にはみるみる涙の
水たまりができました。ご遺族はその姿を見つ
め、椅子に腰掛けるよう促し、静かに被害者が
どんなに大切な家族だったかを語り「君の
行為は生涯許すことはできないが、社会に
復帰したら私たちのことを決して忘れず、
まじめに働いて更生してほしい」と話しか

けられました。 
少年は、私が紹介した職場に

住み込みで就職して社会復帰し、
ご遺族と共に私が付き添って墓参りもしました。
もと附添人である私は、今も春秋の彼岸、お盆、
ご命日の墓参りをして、ご遺族へ彼の生活状
況の報告を毎年重ねています。ご遺族の何よ
りの願いは、もと少年が被害者のことを忘れな
いこと、そして、過ちをくり返さないことです。 
❀真の意味での被害の償いや回復を 

犯罪の被害者と加害者の関係は、対立しあ
った不幸な関係を引きずるのではなく、犯
罪行為を許せないことは当然としても、同
じ地球上の社会に存在する者として認めあ
える関係に修復し、真の意味での被害の償
いや回復を図っていくべきで、それこそが
不幸な犯罪の真の解決と言えるのではない
かと考えます。 

もともと成長の過程で人権を侵害されてき
た「被害者」である少年と、非行の被害者とを
いたずらに対立させるだけでは、不幸の再生
産だと思います。 
❀被害者支援の社会のシステムの構築を 

少年による殺人事件は、年間３０件台と、少
年法の運用のもとで劇的に減少しています。
現在、その少年法を厳罰化しようとする政治の
動きがある一方で、被害者の生活保障や精神
的被害の回復の支援はなおざりになってい
ると思います。被害者・加害者の対立を超
えて、被害者支援の社会システムを構築し
ていく必要があると考えます。 



ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン
(UD)フォントと呼ばれる書体を

今月より使用します 
書体を比べてみました 

｢優しい印象で読みやすい」…明朝体  
｢優しい印象で読みやすい」…ゴシック体 

｢優しい印象で読みやすい」…丸ゴシック体 

｢優しい印象で読みやすい」…教科書体 

｢優しい印象で読みやすい」 
…UD デジタル教科書体 NP ｰ B 

｢優しい印象で読みやすい」 
…UD デジタル教科書体 NK ｰ R 

 
 
 
日 曜 催し・講座など 日 曜 催し・講座など 
1 金  17 日  

2 土  18 月  

3 日 憲法記念日 19 火 経営相談 10:00～ 

4 月 みどりの日 20 水  

5 火 こどもの日 21 木      
6 水 振替休日 22 金 経営相談 10:00～ 

7 木  23 土  
8 金 経営相談 10:00～ 24 日  

9 土 茶道教室 9:00～ 25 月  

10 日  26 火 経営相談 10:00～ 

11 月  27 水  

12 火 経営相談 10:00～ 28 木 手芸教室 13:30～茶道教室 13:00～    

13 水  29 金 経営相談 10:00～ 

14 木 手芸教室 13:30～ 30 土  

15 金 経営相談 10:00～ 31 日  

16 土  

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

催し物等に関するお問い合わせは総合隣保館（℡82－8388）まで。 

【人権に関する記念日等】（５月） 
１日 メーデー…労働者が統一して権利要求と国際連帯の

活動を行う日。 
３日 憲法記念日…1947（昭和22）年5 月3 日に日本

国憲法が施行されたことを記念して制定。 
５日 こどもの日…「端午の節句」と呼び、子どもの人格を

重んじ、子どもの幸福をはかるとともに、母に感謝する日。 
手話記念日…手話が左右の５本指を使うこと
から、2003(平成１５)年に日本デフ協会が制定。 

10 日 母の日…母への感謝を表す日。 日本では５月第２日
曜日。1907 年、アメリカの女性が亡き母親を偲び、教会
で記念会をもち、白いカーネーションを贈ったことがきっ
かけと言われている。 

15 日 国際家族デー…家族関連の問題に取り組む能力を 
高めるために 1993年の国連総会で制定。 

※ 三木市人権･同和教育協議会総会 中止  
17 日 多様な性にＹＥＳの日…１９９０年５月１７日に 
          同性愛が世界保健機関(WHO）の精神疾患リストから 

削除されたことに由来する。   
21 日 対話と発展のための世界文化多様性デー…

文化の多様性の保護、文明間の対話の拡大を呼びかける
ため、2002年の国連総会で制定。 

※ 東播磨地区人権教育研究協議会総会 中止 
１～７日 憲法週間･･･1950(昭和25)年の日本国憲法施 

行3周年式典にあわせ、憲法の意義について再確認す 
ることを喚起する目的で制定。 

5～11 日 児童福祉週間･･･厚生省(当時)が児童福祉 
法の周知を目的として１９４８(昭和２３)年に制定。 

UD デジタル教科書体は、丸みがあって読み 
やすく、手書きの雰囲気があります。 

ごらんになってどうでしょうか？  
濁点が見やすく、読み書きが困難な子どもも、

そうでない子どもも読みやすく、学習効果がある
そうです。ある調査では、一般的な書体より、ＵＤ
フォントのほうが正答率は高くなったそうです。 

三木市の学校でも、配布文書などに採用され
ています。 

駅の表示や食品の成分表示などにも使われ
ているそうです。 



 

 

 

 

 

 

 

 見出しのパンフレット（19 ページ）には、

新型コロナウイルスとのたたかいで、私たち

が気をつけるべき事柄が書かれています。特

に注目したいのは「第３の“感染症” 差別」 
の部分です。嫌悪・偏見から感染者や医療
関係者への差別が生まれることです。 

感染したくない、どこから感染するか不安

だ、人を避けよう、感染に関わる人を遠ざけよ

う…とすれば、人と人との信頼関係やつな 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

がりを壊してしまいます。 
感染症のハンセン病患者・回復者への差

別的隔離や偏見が、悲惨な過ちであること
を忘れてはなりません。  

私たち一人一人が、心の内の弱さを認め
あい、支えあい、お互いの頑張りをたたえ
あうことによって、負のスパイラルを断ち切
りましょう。「共に生きる」ために力を結集
し、大切な人の命と人権を守りましょう。 

お問い合わせ 

～負のスパイラルを断ち切るために～ 
出典：日本赤十字社新型コロナウイルス感染症対策本部 

次ページは 

「子どもたちの健や 
かな成長を願って｣ 
～心の健康を大切に～ 

です 
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【テーマ:心あたたまるあの場面】･･･校外学習で道を聞いた時、道だけではなく「森林公園からここまできたん？疲れた

やろ、よく頑張ったなぁ。あとちょっと頑張れ！」と言ってくださった人がいました。 

人権の小窓 

私は児童・生徒の体と心の健康に携わって
きました。体と心は車の両輪のようなものです。
今回は、健やかな成長をしていくための一つ
である心について、養護教諭として私がこれま
で子どもたちと接してきた経験、また一人の大
人として心の在り方を振り返り、皆さまと一緒
に考えることができれば幸いです。 
１ 心ってなんだろう 

子どもたちに「心」ってどこにあるの？と
尋ねると、「心臓に手をあてる、心臓の部分を
指したり、心をハ－トの形で表したりと温かく
大事なところとのイメ－ジを
持っている児童が多いです。   
２ 子どもの心の変化に気づく 

今回の新型コロナウイルスによる緊急事態
宣言の臨時休校は、これまでに経験したこと
のない出来事です。 

子どもは大きな戸惑いやいつ学校がこれま
でのように正常に再開されるか分からない不
安、外出自粛等の規制でストレスを感じている
ことと思います。 

子どもは家庭で、どのように過ごしています

か？イライラしたり・急に大きな声を出した
り、ちょっとしたことで涙ぐん
だりすることはありませんか？ 

一緒に過ごす大人も同じ気持
ちになりがちですね。そんな時、
大人はどうすればいいのでしょう？  

子どもは、家庭で心を許せる人、この人なら
自分のことを分かってくれる、認めてくれると
思う大人に自分の感情を素直に出します。 

子どもが、わが
ままを言ったり、
すねたりするこ
とは、大人を心底
信頼しているという証の一つです。 

｢子どもたちの 
健やかな成長 

を願って｣ 
～心の健康を大切に～ 

三木市立志染小学校 

養護教諭  梶原みち子 
県内の小・中・特別支援学校（当時は養護学校）で学

校の規模も約３０人の小規模校から１３００人余の大規模
校まで 9 校で勤務。子どもたちが健やかに成長できるよ
う｢体と心の健康｣を培いながら、「生命を大切にして自分
を信じて、自分らしく健やかに成長していってほしい」とい
う願いを、新任の頃から現在に至るまで変わることなく持
ち続けて指導にあたっています。 

・心は脳にあり、脳の中の大脳の部分で気持ちを
感じたり、考えたりしています。                 

・心が成長するには、見たり聞いたり、行動したりと
いろいろなことを経験することが必要です。 

・人間は生きていく中で、いろいろなことを体験し
ています。だから大人になっても心は成長を続け
ていくことができます。 

（２１７）   令和２年６月 

① スキンシップをとる・・・肩を軽くたたく、背中をさ

する、ありがとう・おはようと声かけをするなど、気持ち

に寄り添うことで、子どもは安心できます。 

② まずはじっくり話を聞く・・・泣いたり・怒ったり・

沈んだりが見えた時、「そんなことぐらい何でもない」

「がんばれ」と励ますのではなく、落ち着いて話を聞く

ことから始めましょう。（子どもは、頑張れという励まし

を求めているのではなく、ただ自分の気持ちに寄り添

ってほしいと思っているのです。中学生くらいなら自分

で原因や答えは解っている場合が多いです。） 

③ 家で活躍できる場を作る・・・お手伝いなどを決め

て、できた時はほめましょう。一番嬉しいことは｢ありが

とう｣と感謝され、｢認められる｣ことです。 

④ 規則正しい生活を心がける…厳しくする必要はあ

りません。朝・昼・夜はきちんと食べる。寝る時刻と起き

る時刻は毎日同じ時間にするとよいでしょう。 

⑤ 遠慮なく相談を…子どものことで気になることが

あった時は、遠慮せずに担任、スク－ルカウンセラー、

養護教諭などに、いつでも気軽に相談してください。 



その時、少しほめてくださっただけなのに、とてもうれしくなりました。私も少しの気づかいをできる人になってたくさんの人をうれしい気

分にさせていきたいです。 （朋香） 市民が創る まあるいココロ あったかメッセージより 

３ 子どもに寄り添う保健室【居場所作り】 
学校にスクールカウンセラーが配置されて

いなかった頃、皆が協力して、子どもに寄り添
い教室復帰ができた事例を紹介します。 

気になる欠席などはなかった○○さんのこ
とです。新学期、４年生になってクラス替えや担
任も変わりました。始めは普通に登校していま
したが、５月の終わりごろから教室に行くこと
ができなくなったのです。 

当初、保護者が子どもに教室に行かなくな
った理由を聞くと「教室がうるさい。騒がし
い」と答えたそうです。確かに当時、そのクラス
は少し荒れていました。そこで、学校全体で協
力してクラスを立て直していったので、徐々に
落ち着いていきました。しかし、クラスが落ち着
いた後も教室に行くことができませんでした。
他に理由はないのか尋ねると、「行きたくな
い。行けない」と言うだけで明確な理由は見
られませんで
した。 

そのような中で、本人は、「保健室なら行け
る」ということで保健室には毎日登校しました。
その間、保護者が登校に付き添っていました。
保護者は子どもが教室に行かないことに大き
な不安はあったでしょうが、一度も養護教諭で
ある私の前で「教室に行きなさい」と子どもに
強制することはありませんでした。 

一方で、教職員や他の保護者の中には、
「保健室にいてはダメ、○○さん！頑張ろう！！」
と、事あるごとに保健室を訪れて、「頑張ろう！
教室に行こう！そんなことでどうするの！」と叱
咤激励し教室復帰を促す場面がありました。 

そんな時でも保護者は、「教室に行く判断は
子どもに任せています。○○どうするの？」と
聞いていました。本人が「保健室」と答えると
保護者は、「梶原先生、よろしくお願いします」
と言って帰って行かれました。また、親子行事
がある時も保護者は本人の気持ちを尊重し、 
「梶原先生となら行事に参加する」と言うと、
「梶原先生お願いします」と言って保護者は陰

から支えておられました。 
養護教諭としては、保健室登校

について保護者と密に連携を図っ
ていました。何より、保護者の気持ちの安定
が、子どもにも影響すると考えていました
から、○○さんがいない時に保護者の不安
な気持ちを聴く機会を何度も作りました。
本人の前では言えない不安な気持ちを話すこ
とで、保護者も気持ちが安定した状態で本人
と接することができたと思われます。    

校内でも、子どもの気持ちに寄り添うべく、
管理職の指導のもと、４年生の担任と協力して
他の教職員に保健室登校と本人への指導の
あり方について共通理解を図っていきました。
日常生活や行事で見せる本人の安定した姿
を目にすることで、徐々に周りの人たちの理解
も深まりました。このような状況の変化もあって、
本人も安心して保健室で過ごすことができ、
保健室が本人にとっては心の居場所になっ
ていたと思います。 

そのような状態が１年続きましたが、学年が
上がると同時に徐々に教室に行くことができ
るようになり、１学期の終わりには教室復帰が
できたのです。 

良かったポイントは何でしょうか？ 

今後も、保護者の方
が気軽に相談できる、
子どもたちが困った時にいつでも行ける保
健室になるよう、また、保健室が子どもたち
にとって安全・安心、元気で笑顔になれる
「心の居場所」になるよう、努めていきます。 

①保護者が子どもの気持ちを受け止めて行動し
たこと。 

②保護者の行動を見て、子どもは保健室が安全・
安心な居場所であると実感できたこと。 

③保護者と養護教諭の間で保健室登校について
意思疎通と信頼関係が築けたことで、保護者の
気持ちの安定が図れたこと。 

④学校全体で児童の心の状態を受け止め、共通
理解が図れたこと。 



 
 
 
日 曜 催し・講座など 日 曜 催し・講座など 
1 月  16 火 経営相談 10:00～ 

2 火 経営相談 10:00～ 17 水  

3 水 子育てキャラバン 10:00～ 18 木      
4 木  19 金 経営相談 10:00～ 

5 金 経営相談 10:00～ 20 土 茶道教室 9:00～ 

6 土 
茶道教室 9:00～ 

書を楽しむきらきら教室 13:00～ 
21 日 

 

7 日  22 月  

8 月  23 火 経営相談 10:00～ 

9 火 経営相談 10:00～ 24 水  

10 水  25 木 手芸教室 13:30～茶道教室 13:00～    

11 木 手芸教室 13:30～ 26 金 経営相談 10:00～ 

12 金 経営相談 10:00～ 27 土  

13 土  28 日  

14 日  29 月  

15 月  30 火 経営相談 10:00～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

催し物等に関するお問い合わせは総合隣保館（℡82－8388）まで。 

【人権に関する記念日等】（６月） 
1 日 人権擁護委員の日…人権擁護委員法が、19 

49(昭和 24)年 6 月 1 日に施行されたことを 
記念して制定。 

5 日 世界環境デー…1972 年にスウェーデンで開 
催された｢国連人間環境会議｣を記念して制定。 

20 日 世界難民の日…アフリカ統一機構の｢アフリカ 
難民条約」発効の日にちなみ、2000 年の国連 
総会で制定。 

21 日 父の日…6 月の第 3 日曜日。1909 年、アメリ 
カの女性が、男手一つで自分を育ててくれた父 
を讃えて、父の誕生月である６月に礼拝をしても 
らったことがきっかけと言われている。 

22 日 らい予防法による被害者の名誉回復及び 
   追悼の日…ハンセン病療養所入所者等に対 

する補償金の支給等に関する法律の施行日を 
記念して制定。   
 

23～29 日 男女共同参画週間…1999(平成 
11)年、男女共同参画社会基本法が成立した日 
を起点とした 1 週間。 

☆ 外国人労働者問題啓発月間…｢外国人雇用 
はルールを守って適正に！｣という趣旨を事業主等 
に啓発するための月間。 

☆ 男女雇用機会均等月間…職場における男女 
の均等な取扱いや女性が活躍する社会の実現を 
めざして設定。 

【コロナ疲れ】をふっ飛ばそう！ 

①｢食生活｣は○さ ○わ ○や ○か○ダイエットで 
○さ …さかな  ○わ …和食 ○や …野菜 

○か …海藻   ○ダ …だし、大豆製品。  
 具材を工夫できる味噌汁がおすすめです 

(東京家政学院大・原光彦教授による) 

②「手作業」は気分が落ち着きますね 
・ぬりえ ・パズル ・読書 ・植物の手入れ  
・洗濯物をきれいにたたむ ・刺しゅう 
・料理の下ごしらえ、レパートリーを増やす  

③「気持ちの共有」のすすめ 
・親しい友人への電話 
・昔の友人への久々の連絡 

④「気分転換」のすすめ 
・バラエティー番組 ・ゲーム  
・散歩 ・深呼吸や体操 ・掃除  
・断捨離 ・化粧 

皆様は、何をして気分転換をされ
ていますか？ストレスをためずに楽
しい会話を心がけましょう。 

また、子どもも生活のリズムを崩
さないようにしてあげたいですね。 



 

 

 

 

 

 

 

 みだしの「ひょうごスタイル」の推進
について、その一部を紹介します。 
Ⅰ 感染拡大を予防する「日常生活」 
１ ウイルスとの共存を意識した生活習慣 
(1) 「３密」（密閉・密集・密接）の回避 
(2) 身体的距離（ソーシャルディスタンス）

の確保（できるだけ２ｍ。最低１ｍ） 
(3) マスクの着用、咳エチケットの徹底 
(4) 手洗い・手指消毒（手洗いは３０秒

程度、石けん・消毒薬の利用） 
(5) 体温測定・健康チェック（熱や風邪

の症状がある時は自宅で療養） 
２ 日常生活の各場面別の行動スタイル 

※ いかがですか？ チェックしてみましょう 
(1) 買い物 
□通販、電子決済の利用  
□展示品への接触は控える  
□レジに並ぶときは、前後にスペース 
□計画を立て、１人又は少人数ですいた時間

に素早く済ます 
(2) 公共交通機関の利用 
□会話は控えめに  

 
 
 
 
 
 
 

□混んでいる時間帯を避ける  
□徒歩や自転車も併用する 
(3) 食事 
□持ち帰りや出前、デリバリーも利用  
□お酌、グラスやお猪口の回し飲みは避ける 
□対面ではなく、横並びで座る  
□会話は控えめに  
□大皿は避け、料理は個々に 
(4) 娯楽･スポーツ等 
□公園はすいている時間、場所を選ぶ  
□筋トレやヨガは自宅で動画を活用 
□ジョギングは少人数で  
□すれ違うときは距離をとる  
□予約制を利用する 
□歌や応援は、十分な距離の確保かオンラインで 
(5) 冠婚葬祭などの親族行事 
□多人数での会食は避ける  
□発熱や風邪の症状がある場合は参加しない 
 ６月１日からは、外出自粛や休業要請
が解除されました。しかし、今後予想さ
れる第２波に備えるため、引き続き感
染防止対策を徹底していきましょう。 

お問い合わせ 

新型コロナウイルスの感染拡大を予防する 

兵庫県新型コロナウイルス感染症対策本部：５月２９日発表 

次ページは 

第 39 回全国中学生人権 
作文コンテストの入賞作品 

｢いじり｣は｢いじめ｣ 
です 

[発行・編集]   令和 2 年７月１日発行 

三木市立総合隣保館  〒673-0501 三木市志染町吉田 823 

 TEL  82-8388    FAX  82-8658   E-mail  jinken@city.miki.lg.jp  

№468 ７月号 
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【テーマ:心あたたまるあの場面】･･･中学校へ入学して、人と話したりするのが苦手な私は、自分から人に話しかけたりするの
がこわくて、話をできていなかった。入学式の日の夜は、これからに不安を感じていた。 

人権の小窓 
今月は、第 39 回全国中学生人権作文

コンテストの入賞作品を紹介します。 

 
「いじられキャラ」という言葉を聞くと、

「みんなから愛される人」という印象を持
つと思う。だが、本当にそうなのだろうか。     

私の友人に、よく周りから
いじられている子がいた。そ
の子はいつもニコニコして
いて、誰にでも優しく、全く怒
らないタイプだった。だから
みんなは毎日その子をいじっていた。最初
のころは、軽いいじりだった。私もその子の
ことをいじり楽しんでいた。だがそのいじり
はだんだんエスカレートしていった。その子
のことをひどくバカにしたり、みくびった発
言をしたりしていた。日が経つごとに、いじ
りはひどくなっていった。ひどい時にはその

子を部屋に閉じこめ、出られな
いようにドアを押さえたり、カ
ギをかけたりした。 
「ねぇ開けてよ！」  
そう言ってもみんなは笑っていた。さすがに
私は、いじめなんじゃないかと思った。周り
の人も、何人かはそう思っているようだった。
しかし、その場の空気や本気で楽しんでい
る人達に怖気づいてしまい、私は何も言え
なかった。そして何よりその子も笑っていた
からだ。嫌そうな顔をせず、楽しんでいるよ
うに見えたからだ。なので私はこの子は大
丈夫なんだなと思い、そのままみんなと笑
っていた。この頃
からその子への
ひどいいじりは
毎日になり、あ
たりまえになっていった。その子をたたいた
り強く押したり、その子から逃げたり避けた
り、もうなんでもありだった。しかしその子は
一度たりとも嫌な顔をしたり怒ったりはしな
かった。ただ笑っていたのだ。もう私は，ひ
どいいじりを受けている所を見ても、何とも
思わなくなっていた。私はその子のことを、

（２１８）   令和２年７月 

紹介 審査員長の落合恵子さんの言葉より 

「ここにも大きくても小さくても誰かに喜び
を届けることができるひと」が存在すると、落
合恵子さんは評されています。 

「生きることは決して容易ではなく、また人
権が大事にされているとは言えないこの社
会、この時代において、誰かに「あなたはあ
なたのでいいんだよ」と届けることができる
人。そして、個々の違いを、一人一人を隔てる
溝や壁にすることなく、違いから学び合える
心の「収容能力」を持った人のことである」
…と。 

そして、「それぞれのひとが、自分を生き
て、生ききる

。 。 。 。

ための土台、人権を考え、行動す
るひとであってください。一人の大人として、
わたし自身もそうありたいと願っています」
と、記されていました。 

法務省人権擁護局・全国人権擁護委員連合会主催 
第 38 回全国中学生人権作文コンテスト 

法務事務次官 賞 

「いじり」は 

「いじめ」 
兵庫県 姫路市立高丘中学校 2 年 
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でも、次の日、部活で私に話しかけてくれた人がいた。その子とは、６年生時、部活体験の時に少し話をしただけだったけど、
それがきっかけで、打ち解けて話せるようになった。今は、部活が楽しいし、その子に感謝している。  （Yｕｋｉ） 市民が創る 
まあるいココロ あったかメッセージより 

「何をされても怒らない子」と勝手に決め
つけていた。 

ある時から、私も周りの人からいじられ
るようになった。初めはちょっかいをかけら
れるぐらいで、私も楽しかった。だがそのい
じりもだんだんひどいものになっていった。
まず、私のことが嫌いだと何人かに大きな
声で叫ばれた。冗談だということは分かっ
ていたが、何だか惨めな気持ちになった。
私がみんなの方に行くと逃げられたりした。

くつをとられたり、隠され
たりした。すごく嫌で、や
めてほしかった。本当は
嫌って言いたかったけど、
もし言ったら空気を壊し

てしまいそうで言えなかった。何より、仲の
良い友達にいじられるからすごく言いづら
かった。だから笑って耐えることしかできな
かった。ところが私へのいじりは日に日に
なくなっていった。ホッとしたが、心の中は
もやもやしていた。  

私は実際にいじられてみて、気付いたこ
とがあった。それは、「いじり」は「いじめ」と
変わらないということ。いじっている人から
すれば、「いじめ」ではなく「いじっているだ
け」と思うかもしれないが、いじられている
本人からすると、「いじめられている」と感
じてしまう「いじり」もあ
るのだ。  
そのことを身に染みて実
感する出来事があった。
毎日みんなからひどい
いじりを受けていながらも、笑顔だった友
達が泣いたことだった。私はすごく驚いた。
この友達は「何をされても怒らない子」で

はなかったのだ。そもそも、そんな人なんて
いないのだ。そして私は気がついた。それ
は、無意識に私は「いじめ」をしていたとい
うことだ。「軽いいじり」は、いつのまにか、
「いじめ」に変わってしまっていたのだ。私
はその子に謝り、それ以来いじることをや
めた。     

私は実際にいじられることで、「いじられ
キャラ」の辛さを知った。「いじられキャラ」
はけして「愛されキャラ」ではなかったので
ある。私は「いじめ」と「やりすぎたいじり」
は同じだと思うが、私は「やりすぎたいじり」
の方が恐ろしいことだと思う。それは仲の
良い友達にされるからである。嫌われたく
ない思いがあるから、嫌と言えないし助け
を求められないのだ。私はそんな恐ろしい
「やりすぎたいじり」
をする人がいなくなっ
てほしい。そのいじり
はいじめと変わらな
いということに気付い
てほしい。そして何より「いじめ」や「いじり」
に苦しんでいる人がいなくなってほしいと
思う。いじられて嫌な思いをしている人は、
嫌と言える勇気が必要だと思う。その空気
を壊さなければ、状況は何も変わらない。
いじっている人は、自分がいじめをしている
という自覚がない。だから勇気を出して行
動を起こさなければならないのだ。   
私は、「いじり」は「いじめ」と変わらないと
いうことを多くの人に知ってもらいたい。そ
して何より、「いじめ」や「いじり」がこの世
界からなくなってほしい。  
もし、いじめやいじりで苦しんでいる人を見
つけたら、手を差し伸べようと思う。 



 
 
 
日 曜 催し・講座など 日 曜 催し・講座など 
1 水 子育てキャラバン 10:00～ 16 木      

2 木  17 金 経営相談 10:00～ 

3 金 経営相談 10:00～ 18 土  

4 土  19 日  

5 日  20 月  

6 月  21 火 経営相談 10:00～ 

7 火 経営相談 10:00～ 22 水  

8 水  23 木 海の日 
9 木 手芸教室 13:30～ 24 金 スポーツの日 

10 金 経営相談 10:00～ 25 土 茶道教室９:00～ 

11 土 
茶道教室９:00～ 

書を楽しむきらきら教室 13:00～ 

26 日  

27 月  

12 日  28 火 経営相談 10:00～ 

13 月  29 水  

14 火 経営相談 10:00～ 30 木 手芸教室 13:30～茶道教室 13:00～    
15 水  31 金 経営相談 10:00～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「のじぎく文芸賞」の募集 
 詩・随想（手記・作文を含む）・小説・創作
童話の人権問題文芸作品を募集 
 人権文化の進展と人権課題の解決に寄与する
内容で、次に掲げる趣旨に沿ったものであれば、
題材は自由です。 
◆人の優しさや思いやり、支え合うことのすばらしさな

どが描かれているもの 
◆一人ひとりを大切にし、心豊かな社会づくりをめざ

す姿勢が描かれているもの 
◆生命や人権の尊さ、大切さが描かれているもの 
◆人権課題の解決に向けて、明るい展望をもって描

かれているもの 
応募は、県内在住、在勤、在学の方で、イン

ターネット上を含む未発表・未投稿の自作の
作品に限ります。 
  締切 9 月 10 日(木) 
          応募は郵送で、当日消印有効 
  詳しくは(公財)兵庫県人権啓発協会へ 
          電話（078－242－5355） 

【人権に関する記念日等】（６月）
18 日 ネルソン・マンデラ国際デー 

…反アパルトヘイト運動を主導したネルソン・マンデラが  
闘った｢67 年｣を記念し、誰かの幸せのために「６７分」  
を費やすことを提案している。 

催し物等に関するお問い合わせは総合隣保館（℡82－8388）まで。 

①セクハラ、パワハラ、マタニティーハラスメントを 
「行ってはならない」と明記。 

②パワハラ防止の取組を企業に義務付けた。 
    大企業は６月１日から。 

中小企業は 2022 年４月１日から 
③被害を相談した労働者への解雇等不利益な取り

扱いの禁止  
パワハラの定義 

「優越的関係を背景に、業務上必要かつ相当な
範囲を超えた言動で就業環境を害すること」 

パワハラの６類型 
１．身体的な攻撃…殴打、物を投げるなど 
２．精神的な攻撃…脅迫や侮辱、長時間の叱責など 
３．過大な要求…遂行不可能な仕事の強制、私的

な雑用処理など 
４．過小な要求…仕事を与えないなど 
５．人間関係からの切り離し…意に沿わない部下を

仕事から外す、別室隔離、集団での無視など 
６．個の侵害…職場外の継続的監視、私物を写真

撮影、性自認などを了解を得ずに暴露するなど 
企業には 10 の対策が義務付けられました。 

パワハラ防止対策を義務付けた、 
「女性活躍・ハラスメント規制法」 

が６月１日に施行されました。 



 

 

 

 

 

 

 

終戦間際の１月、焼け野原の那覇に着任した
神戸出身の島田叡知事は、住民の命を守るため
食料調達と避難を主導。４３歳で消息を絶つ。 

暗闇の壕（ガマ）の中で、敵に気付かれると脅
され我が子の口におしめを詰めて殺した母親、
敵に捕まれば男は殺され女は乱暴されると刷り
込まれた沖縄の人々。首のない、はらわたの出た
少年少女の遺体を見ているであろう島田さんが、
そんな中でも『生きろ』と言ったそうです。 

加西市の鶉野飛行場「旧姫路海軍航空隊基 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

地」では、特攻隊「白鷺隊」を編成、沖縄近海へ
出撃、２１機６３人が命を落としています。三木市
の飛行場では、同時期に訓練を終えた２４機が
特攻基地の知覧へ飛び立っています。「一切の
私心を捨て、悠久の大義に生きます」「突っ込む
時は、必ずお父さん、お母さんと叫んで突っ込み
ます」・・・２１歳の若者が遺書に残した思い。    
…「生きたい」と言えなかった時代である。 

｢あなたがあの時、あの人を助けてくれたお
かげで、私は今ここにいる｣…「生きる」とは。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[発行・編集]   令和 2 年 8 月１日発行 
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お問い合わせ 

6 月 23 日の「沖縄全戦没者追悼式」より 

朗読作品『あなたがあの時』に思いを寄せて 

次ページは 
｢いじめを 

なくすために｣ 
～法律と教育の連携～ 

です 
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【テーマ:あなたを変えたひとつの涙】･･･私が生きているのがしんどくて死にたいと思っていることをうちあけたときにお母
さんが泣いて怒ってくれた時 

人権の小窓 

●被害生徒の気持ち・・・私の体験・・・ 
生徒にとって、学校というのはほぼ唯一のコ

ミュニティであり、ときには世界の全てを意味
します。そのコミュニティ内でいじめられ、仲間
を失い、疎外されたとき、被害生徒は、この世
界に存在する理由を見失ってしまうことさえあ
るのです。 

実は、私自身、過去にいじめ
られた経験があり、その時、自殺
が頭をよぎったことがあります。 

幸い、私は親や担任教師に被害を訴えるこ
とができ、担任教師が加害児童を叱り、いじ
めから毅然と私を守ってくれました。しかし、
あのとき助けてくれる大人がいなかったらど
うなっていたか、恐ろしく思います。加害児童
側からするとほんの遊びでした行為であって
も、被害児童の命を奪いかねないほど重大な
行為に発展するということを、知っていただき
たいと思います。 

●「いじめ」とは何か？ 
「いじめ」といっても、人によってイメージす

るものが違うかもしれません。例えば、暴力を
振るうことなどは、多くの方が「いじめ」に当
たると考えるでしょう。では、 

…嫌なあだ名を付けることは？ 
…物を隠すことは？ 
…無視することは？ 

実は、法律上、これらの行為は
全て「いじめ」に当たり得ます。 

いじめ防止対策推進法では、学校がいじ
めを防止できるよう、相談体制の整備や人材
確保を進めることができるよう、定めています。
また、いじめを学校が認知したときには、学校
が、いじめを行った児童生徒に対する指導又
はその保護者に対する助言を行うべきことや、
懲戒、出席停止等の必要な措置を速やかに
講ずるものと定められています。学校が、加害
児童生徒に対して毅然とした対応を行うこと
が要求されているのです。 

（219）   令和２年８月 

神戸しおさい法律事務所所長、 
兵庫県弁護士会子どもの権利委員会副委員長 

弁護士  秋山
あ き や ま

 侑
ゆ う

平
へ い

 
いじめ、児童虐待等の子どもの人権問題を専門として

活動。兵庫県弁護士会子どもの権利委員会では、兵庫
県内の学校を対象に、「いじめ防止授業」を行っていま
す。これは、弁護士が法律的な観点も踏まえ、いじめの問
題点やいじめをなくすための取組について、生徒相手に
行う授業です。三木市内の中学校でも、これまでに何度
も授業を行いました。 

 

｢いじめを 
なくすために｣ 

～法律と教育の連携～ 

いじめ防止対策推進法(平成２５年制定)では、
「いじめ」とは、「他の児童生徒が行う心理的又は
物理的な影響を与える行為（インターネットを通じ
て行われるものを含む）であって、当該行為の対象
となった児童生徒が心身の苦痛を感じているも
の」と定義されています。 

つまり、ある児童生徒が、他の児童生徒から何
かをされたとき、その児童生徒が嫌がる行為であ
れば、それは全て「いじめ」なのです。このように、
現行法は、「いじめ」の定義を広く定めることで、早
い段階で学校がいじめ対策を取り、その根絶を図
ることを想定しています。 

当時、私は小学２年生でした。他の児童が元気に
校庭で走り回る中、私は虫を観察したり、本を読ん
だりする方が好きで、みんなと違う行動をすること
が多い子どもでした。クラスメイトにとっては、そのこ
とが奇妙に映ったのか、クラスの何人かが、いつか
らか私のことをいじめるようになりました。 

いじめの内容は、上履きを隠す、帽子を窓から
投げる、部屋に自分が入ると他のクラスメイト
がクモの子を散らすようにその場から逃げる、
などというもので、加害児童からすると、ほんの「イ
ジり」「遊び」という感覚だったのでしょう。 

しかし、当時の私は、それらのいじめが本当に辛
く、毎朝学校に行く途中で「どこかから飛び降りよ
うか」などと真剣に考えていたのです。 



こんな何してもうまくできない私が死にたいと言っただけであんなに泣きながら怒ってくれるとは思ってなかったから少し
びっくりしたけど、私は生きててもいいんだなと思えるようになった。  （J:１４歳） 市民が創る まあるいココロ あったか
メッセージ’１５より 

●刑事責任について・・・ 
いじめは、時には犯罪行為として次のよう

な罪が成立する可能性があります。 

これらの行為が学校内において生徒同士
で行われたとしても、犯罪が成立しない理由
にはなりません。加害生徒は未成年ですが、
少年法に基づき裁かれ、保護観察や少年院
送致となることがあるのです。そして、犯罪行
為にあたるようないじめについては、学校は、
教育的配慮や被害者の意向に配慮したうえ
で、早期に警察に相談・通報し、連携した対応
を取ることが必要とされています。 

●民事責任について・・・ 
いじめによって、被害生徒が大きな精神的

苦痛を感じ、その結果、不登校になったり、精
神疾患（PTSD 等）を発症したりして、最悪の
場合には自ら命を絶つこともあります。 

このように、いじめは違法なものであり、時
には、法律に基づき毅然と対処することが求
められます。もっとも、法律があってもそれだ
けでいじめをなくせるわけではありません。 

いじめをなくすためには、生徒一人一人
が、いじめがいかに悪質で愚かな行為であ
るかを理解し、いじめをなくすために行動
する必要があります。そして、学校には、生徒
がそのように行動できるような教育をしっかり
と実施する責務があるのです。 

●いじめ防止のために必要なこと 
重要な視点として、

「いじめの４層構造」
というものがあります。 

いじめは加害生徒
と被害生徒だけで成
立するものではなく、
いじめを見て面白がる「観衆」、見て見ぬふり
をする「傍観者」もその当事者である、という
考え方です。観衆や傍観者がいじめをはやし
立て、あるいは黙認することで、加害生徒のい
じめを加速させ、被害生徒は学校での救いを
失います。 

しかし、彼らが逆に被害生徒の味方となっ
てくれれば、加害生徒のいじめを止められる
可能性があります。 

いじめ防止の鍵を握るのは、多数の観衆又
は傍観者なのです。各生徒が、いじめは被害
生徒の人生を壊す可能性すらある恐ろしい行
為であると自覚し、いじめを目撃したときには、
直接止めることが難しくとも、教師に報告した
り、被害生徒を支えたりして、いじめを許さな
いという姿勢を示してもらいたいと思います。 

そして、教師、親などの周りの大人達は、こ
れらの当事者からのいじめに関する SOS を
キャッチできるよう、常に生徒同士の関係に
気を配る必要があります。具体的な手法とし
ては、定期的なアンケートを実
施したり、スクールカウンセラー
との面談の機会を確保したりし
て、いじめの兆候を見逃さない
ようにする必要があります。 

いじめ問題には、万能な解決手段は存在し
ません。しかし、解決を諦めることは許されま
せん。現在、いじめ防止対策推進法の見直し
が進められ、また、学校内弁護士（スクールロ
イヤー）の導入も検討が進められています。
いじめ問題についての法律面での支援がさ
らに手厚くなることが期待されるところであり、
これにより教育現場におけるいじめ防止対策
がさらに充実することを願ってやみません。 

このような場合、いじめを行った加害者は、被害
生徒に対し、慰謝料などの損害賠償を支払う義務
があります。                                  

実際の裁判例でも、いじめによって PTSD を発
症し、成人後も働くことができなくなった被害者に
対し、数千万円の損害賠償を支払うよう加害者に
命じた裁判例もあります。損害賠償は、実際には加
害生徒の保護者が支払うことになるでしょう。 

傍観者 

観 衆 

被害者 

加害者 

※「いじめ防止授業」を中学校で行っているため「生徒」
中心の表現ですが、小中高生全てを含みます。もちろん登
校していない小中高生にも当てはまることを申し添えます。 

①暴力を振るう行為は・・・もちろん暴行罪、傷害罪 
➁物を盗む行為は・・・窃盗罪 
③物を壊す行為は・・・器物損壊罪 
④嫌がる相手に、「やらないと殴るぞ」などと言って 

特定の行為を強制する行為は・・・強要罪 
⑤インターネット上に悪口を書き込むなどの行為は 

…名誉棄損罪や侮辱罪 
⑥「チクったら、しばくからな」･･･脅迫罪 
⑦「これは、俺がもらっとくからな」・・・恐喝罪 



 
 
 
日 曜 催し・講座など 日 曜 催し・講座など 

1 土 書を楽しむきらきら教室 13:00～ 

茶道教室 13:00～ 16 日  

2 日  17 月  

3 月  18 火 経営相談 10:00～ 
4 火 経営相談 10:00～ 19 水           
5 水  20 木 手芸教室 13:30～ 
6 木 手芸教室 13:30～ 21 金 経営相談 10:00～ 
7 金 経営相談 10:00～ 22 土 茶道教室９:00～ 
8 土  23 日  
9 日  24 月       

10 月 山の日 25 火 経営相談 10:00～ 
11 火 経営相談 10:00～ 26 水  
12 水  27 木 茶道教室 13:00～ 
13 木  28 金 経営相談 10:00～ 
14 金  29 土  
15 土  3０ 日  

   3１ 月       
                     
 
 
 
 
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３日～月末 市内人権啓発…｢人権尊重のまちづく 
り推進強調月間｣の PR 活動を実施。 

6 日 広島平和記念日…1945(昭和２０)年８月６日 
アメリカが投下した原爆により１５～２０万人が 
死亡。被害者を慰霊し二度と戦争をしないとい 
う誓いを確かめる日。 

9 日 長崎平和記念日…1945(昭和 20)年８月９日 
アメリカが投下した原爆により７万４千人が死亡。 
被害者を慰霊し、二度と戦争をしないという誓い 
を確かめる日。 

     世界の先住民の国際デー…1982 年８月９日に
先住民に関する作業部会が開催された日を記念 
して、先住民族が直面する問題への国際的な対 
応を強化するため、１９９４年の国連総会で制定。 

１２日 国際青少年デー…１９９１年、オーストリアで開 
催された第１回｢国連システムにおける世界青少 
年フォーラム｣に出席した青少年の意見に端を発 
し、2000 年より実施。 

１５日 終戦記念日…日本政府は、１９４５(昭和２０)年 
８月１５日に戦争が終わったことを受け、この日を 
「戦没者を追悼し平和を祈念する日」とし全国戦 
没者追悼式を実施。 

【全国一斉 子どもの人権 110 番 強化週間】 

「子どもの人権１１０番」 
 いじめ、体罰、児童虐待など、子ども 
をめぐる様々な人権問題について、 
電話相談をお受けしています。 

①日時  

 令和２年 8 月 28 日(金)～9 月３日(木) 
   午前 8 時 30 分から午後 7 時まで 
   ただし、土曜日・日曜日は 
         午前 10 時から午後 5 時まで 
②電話番号 フリーダイヤル（全国共通・無料）  

         ０１２０－００７－１１０  
③担当者 人権擁護委員、法務局職員 
④内  容 学校における、いじめ、体罰、児童虐待 

など子どもをめぐる様々な人権問題 
⑤問い合わせ先  
      神戸地方法務局明石支局総務課 
      ☎ ０７８－９１２－５５１１（代表） 

※相談は無料で、秘密は厳守します。 

人権尊重のまちづくり推進強調月間 
同和問題をはじめ、あらゆる人権課題の解決と、

市民の人権意識の高揚を図り、明るく住みよいま
ちづくりをめざし人権に関する様々な取組を進める 

人権文化をすすめる県民運動推進強調月間 
あらゆる人権課題の解決と、県民の人権意識の高揚

を図り、明るく住みよいまちづくりをめざし人権に関する
様々な取組を進める。 

催し物等に関するお問い合わせは総合隣保館（℡82－8388）まで 

【人権に関する記念日等】（8 月） 
 



札幌大学  教 授  本田
ほ ん だ

優子
ゆ う こ

  
１９５７年金沢市生まれ。北海道大学を卒業後、１９８３

年にアイヌ民族である萱野茂先生（１９２６年～２００６年。
当時二風谷アイヌ文化資料館館長、後に参議院議員）の
助手として平取町二風谷に移り住む。１１年間、萱野茂先
生の助手としてアイヌ語辞典の編纂に携わるとともに、二
風谷アイヌ語教室子どもの部の講師を務める。   

2005年札幌大学着任。 2011年～２０17年副学長。
2010 年ウレㇱ パ・プロジェクトを創設。 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年７月１２日、北海道白老町にウポ
ポイがオープンしました。ウポポイは｢(おおぜ
いで)歌うこと｣という意味のアイヌ語。アイヌ
文化を復興・発展させるための国立施設「民
族共生象徴空間」の愛称です。中核施設で

ある国立アイヌ民
族博物館は、東日
本初の国立博物
館として注目を集
めています。 

ここではアイヌ
民族をとりまく現状や今後の展望についてお
伝えしたいと思います。 

アイヌ民族の世界観こそ未来を切り開く  
あらゆるものに魂が宿るという考え方がア

イヌの伝統的世界観の基本であり、人間の周
囲のすべてのものは、なんらかの役割を持っ
てこの世界に降ろされたのだと言われます。 
〇カムイ（神）との関係性で生きる 

二風谷で暮らしていた頃、水遊びの途中
で体が冷えた息子が川の縁でオシッコをしよ
うとズボンを下げたら、萱野先生が｢そこです
るな！山に行ってしろ！」と怒鳴りました。萱野 

 
 
 
 
 
 
 
 

先生は普段子どもに大声を上げるような方
ではないので、息子はびっくりして山側に走り
ました。川にはワッカウㇱカムイ（水の神）が
いるので、汚いものを直接流すというのは、ア
イヌ社会でのタブーなのです。でも、へそまが
りの私は「土にだって土の神様がいらっしゃ
いますよね。いいんですか？」と訊きました。す
ると「いいんだ。土の神様は汚いものをきれ
いなものに変えてワッカウㇱカムイのところま
で運ぶという役割をもっている」とおっしゃい
ました。 

フチ（おばあさん）のお宅に遊びに行って
トイレをお借りしたところ、鼻をかんだティッシ
ュが屑かごに捨ててありました。当時はまだ
汲み取り式のトイレだったのでティッシュを下
に落としても大丈夫ですが、トイレの神様
は人間のウンチとオシッコを受け取るのが役
割なので、鼻をかんだティッシュのようなもの
を受け取らせるわけにはいかないのです。 

知り合いのお宅に遊びに行った時、息子
がジュースをこぼしたら、エカシ（おじいさん）
やフチ（おばあさん）たちは必ずこう言われ
ます。「いま、床の神様が飲みたかったんだ
から怒るんでない」それを聞いた息子は救
われた気持ちになるのです。 

また長男が萱野先生のお茶の間を走り回
り、煙突の曲がりの部分に衝突して泣こうと
した瞬間、萱野先生はこうおっしゃいました。
「ストーブの神様も痛いんだから撫でてあ
げなさい！」幸い火はついていなかったので
すが、息子は半べそをかきながら煙突を撫
でていました。ぶつかった時は自分だけでな

特集 人権の小窓 （2２０）  令和２年９月

民族共生象徴空間『ウポポイ』の開設に思いを寄せて 

アイヌ民族文化財団ＨＰより 
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く相手も痛いんだと、痛みを瞬間的に他者と
共有するわけです。素晴らしい教育だと思い
ました。 

このようにアイヌ民族は周囲の自然や
環境、すなわちカムイ（神）との関係性に
おいて自らを律しながら生きているので
すが、それは私たちの精神性を豊かにして
くれます。 

日常生活の中でアイヌ文化を学んだ私は、
アイヌ民族に対する様々な誤解が流布してい
る現状を正すことが、私に与えられた役割の
一つだと考えるようになりました。 
代表的な３つの誤ったイメージ 

二風谷で暮らしていた時、私は二風谷アイ
ヌ語教室子どもの部の講師を務めていまし
たが、その過程でアイヌの子どもたちの教育
に関する強い問題意識が生まれてきました。 

一つは、大学進学率が全道平均値の半分
以下というアイヌの子どもたちに大学進学の
道を拓きたいということ。 

もう一つは、自らの民族文化を学ぶ機会
がないアイヌの若者たちに学びの場を提
供する必要があるということでした。 

そこで、私は札幌大学にアイヌ文化を専門
とする教員として２００５年に着任した後、２０
１０年、ウレㇱパ・プロジェクトを創設しました。
「ウレㇱパ」とは「育てあう」という意味のアイ
ヌ語です。 
ウレㇱ パ・プロジェクトの３つの柱 
①ウレㇱパ奨学生制度 

ウレㇱパ・プロジェクトの根幹をなす制度
です。アイヌの若者たちの大学進学を可能と
するためには、経済的問題を解決しなければ
なりません。そこで本学では、入学金・授業料
と同額のウレㇱパ奨学金を給付することにし
ました。その代わり、ウレㇱパ奨学生たちは必
ずウレㇱパクラブに所属し、必死でアイヌ語・
アイヌ史・アイヌ文化を勉強し、対外的な発信
活動を行います。その過程で鍛えられ、アイヌ

民族の次代を担う人
材として育っていきま
す。 

➁ウレㇱパ・カンパニー制度 
一般企業に資金の提供をお願いし、カン

パニー会員として共に学生たちを育てていた
だく制度です。今では知名度の高い多くの企

① アイヌの人々が現れたのは１３世紀頃？
北海道の博物館の展示では、１３世紀頃から「ア
イヌ文化期」が始まったと書かれていることが多い
ため、この島にアイヌの人々が現れたのは１３世紀
頃だと誤解されることがあります。たしかに茅葺き
の住居の出現など、アイヌの伝統的社会として想
起されるような姿になったのはその頃ですが、それ
はアイヌの人々の出現を意味するものではありま
せん。アイヌの人々は北海道島の縄文人の子孫な
のです。 

②平和な北の島で自然とともに、神々とと
もに心豊かに生きてきた人たち？ 
これは間違いではありませんが、それだけでは

一面的な理解だといえます。 
アイヌの人々は「交易の民」でした。１２６４年、 

アイヌは樺太で元と戦いを起こしています。これは
北九州に元が攻めてきたいわゆる「元寇」の１０年
前のことです。さらに１２９７年にアイヌは、大陸にま
で渡って元と戦っています。決して広い北の島で
神々に祈りを捧げていただけのピースフルな人間
集団ではなく、普通の歴史を有している民族なの
だと理解してください。ただ、その戦いの原因が交
易にあったという点が、「交易の民」としてのアイ
ヌ社会の特質を表していると思います。 
【激しく長い差別の歴史】 

ところが江戸時代の松前藩はアイヌ民族の自由
な交易活動をどんどん制限し、１８世紀のアイヌ民
族は場所請負商人に酷使される漁場労働者にな
りました。明治になると政府の同化施策により慣れ
ない農業を強制され、激しい差別に苦しみました。 

③アイヌ民族ってもう殆んどいないんでしょ？ 
こういうイメージを持っている人は決して少なく

ありません。 
２０１７年の北海道庁の調査では１３，１１８人と

いう数字が発表されています。２００６年調査では
２３，７８２人でしたから、私は知人から「アイヌの
人口は減ってるんですね」と言われました。けれ

ども、私は２００６年の段階から絶対にこの数字
は信じないように言い続けてきたのです。これは
そもそも生活実態調査であって人口調査では
ありません。しかもこれは、自らをアイヌだと認め
た人の数であり、長い差別の歴史から今でも自
分がアイヌだと公表したくない人は数多く存在
します。また、現在では自分にアイヌの血が流れ
ていることを知らない人も大勢います。たとえば
私が担当している「アイヌ文化論」という授業で
アイヌの世界観について学んだ男子学生は「そ
れっていつもうちのばあちゃんが言ってること
だ」と驚き、母親に尋ね、自分がアイヌであるこ
とを知りました。こういうことを考えると、アイヌ民
族の人口は現在考えられているよりもはるかに
多いのだということをご理解ください。 



業がウレㇱパクラブを支えてくださっており、
それは私たちの活動への大きな安心感にも
つながっています。 
③ウレㇱ パ・ムーブメント 

このプロジェクトの重要な点は、アイヌでは
ない学生も、アイヌ文化を学び、ウレㇱパ奨
学生たちと共に活動する過程で「多様性」を
尊重する感覚を養うことができるということで
す。 

第１期ウレㇱパ奨学生３名が卒業したのは、
２０１４年３月のことでした。その内の一人の
女性は、経済的な問題から大学進学を断念
していたのですがウレㇱパ奨学生として社会
人入学し、ダントツ一位の成績を修めました。
自ら縫った華やかな民族衣装をまとって登壇
し、総代として学長から卒業証書を受け取っ
た姿は、今も私の目に焼き付いています。そ
の彼女は現在、前述した国立アイヌ民族博物
館の学芸員を務めています。 

このほかにも、「アイヌ文化のプロ」として
生きていくために一部上場企業を辞めてウ
ポポイ職員に転職した卒業生など、これまで
第１期から第７期までのウレㇱパクラブ卒業
生３１名（うちウレㇱパ奨学生１９名）の内１３
名、すなわち３分の１以上がウポポイに就職
しています。 
アイヌ語の復興をめざして 

現在、私が最も重要と考えているのはアイ
ヌ語の担い手の育成です。アイヌ語は２００９
年にユネスコが発表した「消滅危機言語リス
ト」では「極めて深刻」というランクに位置付
けられました。これは世界で最も危ない段階
にあるということを意味しており、実際にアイ
ヌ民族の日常生活からアイヌ語は姿を消して
しまっています。 

けれども世界 に
は、人々の血のにじ
むような努力によ
り日常語として復
活した先住民族言語がいくつも存在します。 

たとえばハワイ語もその一つです。1900
年にアメリカ合衆国に併合されてからハワイ
語の話者は激減しました。しかし１９８３年の
幼稚園「プーナナレオ（ことばの巣）」の創設
以降、ハワイ語話者は増え続けています。ハ
ワイ大学でハワイ語を学んだ若者たちが、自
分たちの子どもをハワイ語だけで育てると決

心したのです。周りの猛反対を受けながらも
すべての授業をハワイ語だけでおこなう学校
を次々と創設しました。今では大学の博士課
程の授業もハワイ語だけで行われています。   

このハワイでの動きは、その前年のニュー
ジーランドの先住民族・マオリの人々によるマ
オリ語幼稚園「コーハンガレオ（ことばの巣）」
の創設にならったものでした。視察したとき現
地の人々に「絶対にあきらめないでください。
あなたたちがやらないでだれがやるのです
か？」と励まされました。頑張れば、アイヌ語の
復興も不可能ではありません。 

北欧の先住民族サーミの人々の言語復興
も目をみはるものがあります。今や先住民族
のグローバルネットワークは、民族文化復興
のみならずビジネスの世界でも強固なものと
なっています。 
持続可能な生活を    アイヌ文化は最先端 

かつてのアイヌ社会では、甚大な被害を及
ぼす天然痘などの伝染病ですら、なんらかの
役割を持って人間世界を訪れるカムイ(神)と
考えられていました。 

現在、新型コロナウイルスの影響で世界中
が先の見えない不安に包まれ、どうしたら
「元の世界」に戻れるのかという模索が続い
ています。けれども、元の世界に戻ることを私
たちの大地は望んでいるのでしょうか？ 

１９７２年、世界の知性を結集したともいえ
る国際チーム「ローマクラブ」により『成長の
限界』が発表されました。このまま環境汚染
や人口増加が続けば１００年以内に限界が
来る、というものでした。それから約半世紀が
経とうとしていますが、私たちの社会は警告
に耳を傾けず、行く手に待ち受ける断崖から
真っ逆さまに転落する予感におびえつつも、
同じ道を走り続けています。 

数年前、ＡＩ開発における世界最先端企業
のトップのお一人が、私の語るアイヌの世界
観に強い関心を示されました。ＡＩと人間存在
の本質的な違いは何なのかを考えざるをえ
ない最先端の現場において、アイヌ民族の考
え方は大きなヒントをもたらしてくれるかもし
れないとおっしゃいました。まさに「アイヌ文化
は最先端」なのです。 

多くの皆様が、アイヌ文化に関心を持っ
てくださることにより、私たちの社会の姿
が変化することを心から願っています。 

海外先住民族との交流（ノルウェー） 



 
 
 
日 曜 催し・講座など 日 曜 催し・講座など 

1 火 経営相談 10:00～ 16 水  
2 水 子育てキャラバン 10:00～ 17 木  
3 木  18 金 経営相談 10:00～ 
4 金 経営相談 10:00～ 19 土 茶道教室 9:00～ 

5 土 書を楽しむきらきら教室 13:00～ 

茶道教室 9:00～ 
20 日   

6 日  21 月 敬老の日 
7 月  22 火 秋分の日 
8 火 経営相談 10:00～ 23 水  
9 水  24 木 茶道教室 13:00～手芸教室 13:30～    

10 木 手芸教室 13:30～ 25 金 経営相談 10:00～ 
11 金 経営相談 10:00～ 26 土  
12 土  27 日   
13 日  28 月       

14 月  29 火 経営相談 10:00～  
15 火 経営相談 10:00～    30 水  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

催し物等に関するお問い合わせは総合隣保館（℡82－8388）まで。 

 【人権に関する記念日等】（９月） 
１日 防災の日…１９２３(大正１２)年９月１日に発生し 

た関東大震災にちなみ、1960(昭和 35)年に 
閣議決定。全国各地で防災訓練が行われる。 

８日 国際識字デー…世界の５人に 1人は読み書きが 
できず、その内３分の２は女性。7500万人の子ど 
もは学校に行っていない。個人と社会にとって識字 
の重要性を強調するため、ユネスコが制定。 

１０日 世界自殺予防デー…２００３(平成１５)年にＷＨ 
Ｏと国際自殺予防学会が共同で開催した世界自殺 
防止会議で、自殺に対する注意・関心を喚起し、自殺 
防止のための行動を促進するため制定。  

        10 日～16日は、自殺予防週間。 
２１日 敬老の日…９月の第３月曜日。多年にわたり社会に 

つくしてきた高齢者を敬愛し、長寿を祝うことを趣旨 
として制定。 

 国際平和デー…日本の呼びかけで、60 か国から 
贈られた硬貨を溶かし込んで「世界絶対平和万歳」 
と刻んだ鐘（平和の鐘）が国連本部に設置された。 
この日にそれを鳴らし、一時停戦・平和を呼びかける。 

２７日 兵庫県人権教育研究大会中央大会…中止 
☆ 障害者雇用支援月間…障害者雇用の機運を盛 

り上げ、障がい者の職業的自立を支援するため、政府・ 
自治体を中心に、啓発活動等を展開。 

☆ 知的障害者福祉月間…知的障害への関心と正し 
い理解を深め、福祉の向上を目的に啓発活動等を展開。 

☆ 発達障害福祉月間…発達障害への関心と正しい理 
解を深め、福祉の向上を目的に啓発活動等を展開。 

  

令和２年度 三木市立総合隣保館 

視察研修のご 案内           

行先  
①「里山工房くもべ」 

～人権を視点とした地域づくり～ 
➁「市立畑ふれあい館」先人に学ぶ 

～おじいちゃんは丹波杜氏～ 
開催日時 

10 月 3 日（土） 
        8:30 集合 17：00 帰着予定   
申込受付期間 

9 月 15 日（火）～25 日(金) 
申込方法   

・電 話  82-8388 
・F A X  ８２－８６５８ 
・直 接  館へ申込みください 

定員 
20 人（ただし定員を超えた場合は抽選

とします） 
参加費 

2,000 円（昼食代・保険代等） 
※新型コロナウイルスの影響で、急きょ 

中止になる場合があります。 



 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感

染症患者などへの差別
解消をめざすシトラス
リボン運動が広まって
います。 

※シトラスは、ミカンなどの柑橘
かんきつ

類を指す英語です。 

ロゴマークのデザインは３つの輪が絡み合う、飾り 

結びを参考にしたそうです。 

３月に愛媛県で感染者が出た時、感染
者の⾏動歴を特定し、ネット上などで批判
する者、それに同調する者が現れました。 

そんな風潮に松山大学の甲斐朋香准
教授は、「他者に対して厳しすぎる⽬を
向けると、地域社会は窮屈になる。コ
ロナ収束後の地⽅衰退にもつながる」と
懸念を覚えたそうです。 

そこで４月に、甲斐准教授たちが「ちょ
びっと１９＋」というグループを発足させ、
感染症患者や医療従事者などへの非難
や中傷をなくすための運動を始めました。 

「ただいま、おかえりって⾔いあえ
るまちに」とのメッセージを込めたかん
きつ⾊のシトラスリボンやヒモで、「地域」
「家庭」｢職場や学校｣を象徴する３つ
の輪を作り、それを⾝につけたり、⽞関な
どにしたりして、元患者らがそれぞれの居 
場所へ安⼼して戻れるようにとの願いを 

 
 
 
 
 
 
 

込めたやさしい運動です。 
リボンの色は、愛媛特産の柑橘をイメー

ジしたシトラスグリーンが主流ですが、オ
レンジ⾊でもレモン⾊でもいいのです。 

自分の好きな色で、
「おうち時間に親⼦
でリボンを作ってみる
のもいいでしょう。子
どもと一緒に同じ
作品を作りながら
差別について話し
合い、理解を深める機会になれば」と提
案されています。 

新型コロナウイルス感染症の脅威が続
く中、感染症患者や回復した⼈、濃厚接
触者、医療従事者やその家族の⽅などに
対し、⼼無い⾔動や不当な扱いがあると
の報道を⽬にすることがあります。 

新型コロナウイルス感染症に関する
差別や偏⾒を持つことがあってはいけ
ません。 

皆が地域で普段どおりの⽣活を送れる
ような優しい地域づくりを進めるシトラスリ
ボン運動に賛同し、リボンを安心の目印に
していく活動に参加しませんか？ 

[発行・編集]   令和 2 年 10 月１日発行 

三木市立総合隣保館  〒673-0501 三木市志染町吉田 823 

 TEL  82-8388    FAX  82-8658 お問い合わせ 

№471 

新型コロナウイルス感染症患者などへの差別解消をめざす

次ページは 

｢社会福祉協議会 
の役割とは」 

です 

10 月号 

ネッツトヨタ静岡の取組 
ホームページより 

隣保館で、このストラップを作りませんか？ 
１日１組５人以内。 50 人まで。 ３０分程度。 
材料費一つ 50 円。事前予約必要。 



 

【テーマ:ワタシを元気にしてくれたひとこと】･･･無理に誰かに認めてもらわなくても良いんですよ。 まず、自分を認め
よう。 

人権の小窓 

定年退職後のある日、私が散歩をしている
と、ばったり旧友に出会いました。 
旧友：「おーぅ！久しぶり！今、何しとん？」 
  私：「シャキョウに行ってるんや！」 
旧友：「シャキョウ？…お寺かいな？」  

私：「ちゃうちゃう、それは、写経やろ。」 
旧友：「？？？」     

私：「社協や、三木市社協や、三木市社会 
福祉協議会や！」 

三木市社会福祉協議会とは 
社会福祉協議会は、地域福祉の推進を図

ることを目的に組織されている非営利の民間
団体で、全国の都道府県や市区町村に一つ
ずつ設立されています。三木市社協（以下本
会）は１９５４年に設立。１９６８年に社会福祉
法人として認可され、２００５年に旧吉川町社
協と合併、２００８年三木市福祉公社との統合  
を経て現在に至ります。 

本会は、地域福祉を担う公益性、公共性の
ある市民協議体として、皆様の理解と参加の
もと、ボランティア活動や地域福祉活動の推
進や、介護保険事業、障害者総合支援法に基
づく事業に積極的にとりくんでいます。 

市内には、デ
イサービス（通所

介護事業）を提供する民間の社会福祉法人
がたくさんありますが、社協が運営するデイサ 
ービスセンターは、市内に 8 カ所（三木東・三 

木南・三木北・自由が丘・ひまわり・志染・細
川・口吉川）あり、介護の必要な方が通ってい
ます。毎日およそ２００人が食事、機能訓練、
入浴などのサービスを利用されています。 

各デ イ サ ー
ビスセンターに

併設されている「あんしんサポートセンター」
では、住み慣れた地で安心して暮らしていく
ための様々な相談ができるように、ケアマネ
ジャー（介護支援専門員）が常駐しています。  

志 染 町 青 山
にある「はばた

きの丘」（三木市立障害者総合支援センター）
も三木市から指定管理を受け、本会が運営し
ています。障害のある人たちが、そのニーズに
応じたサービスを受け、自立していく過程を
支援する場が「はばたきの丘」です。 

また、「はばたきの丘」は多くのボランティ
アの皆様によって支えられています。たとえば、 
三木市高齢者大学在校生・卒業生有志の皆

（221）   令和２年 10 月 
社会福祉法人 三木市社会福祉協議会 

会長   植
う え

田
だ

 吉則
よ し の り

 
昭和５３年から３７年間、三木市立小学校教員として勤

め、平成２７年３月定年退職。同年４月から兵庫教育大学
客員准教授として教育実習総合センターで３年間勤務。
平成２９年６月から三木市社会福祉協議会理事・副会長、
平成３０年６月会長職を前会長和泉様から引き継ぐ。 

社会福祉協議会 
の役割とは 

～住民主体と住民自治による地域福祉の推進～ 



自分に自信をもてなくて、自分には、才能なんてないと嘆いていた時に、本を見ている時に見て、心にしみこみました。  
（夏美:１７歳） 市民が創る まあるいココロ あったかメッセージ’１３より 

様。関西国際大学の学生の皆様。地域の皆
様。その他多くの方々です。 

そうしたボランティアの皆様は、支援者であ
ると同時に、障がいのある方のよき理解者で
もあります。あるボランティアの方は、障がい
のある人たちが持っている確かな能力に気
づかれ、そのことをもっともっと多くの方に知
っていただかなければならないと力説されま
した。 

会費【一口５００円】と共に、会員の皆様の
善意募金や赤い羽根共同募金が支援の必要
な方、地域の福祉を支えています。 

  

①地域に広がるふれあいサロン活動支援 
地域の皆様が交流し、お茶を飲みながらお

しゃべりしたり、手芸やゲームなどを楽しんだ
りしながら、つながりを深める場として「ふれ
あいサロン」の開設が進められています。 

地域の皆様が自主的に運営するこの「ふ
れあいサロン」の活動を支援しています。 

➁地域の高齢者と・・・コロナ禍の５月下旬 
「ボランタリー活動プラザみき」が赤い羽
根共同募金を活用して播州織の生地を購入
し、ボランティアの皆さんが３日間でマス
ク 2,000 枚を製作しました。そのマスクを
地域のボランティアの皆さんが、地元の高
齢者へ配付したことは、三木市民の豊かなボ
ランティア精神の現れであると感じました。 

③ボランティア活動･･･災害支援も 
九州での豪雨災害(令和２年７月) 

災害が発生するとすぐに三木市内の企業
や奉仕団体から、マスクやフェイスシール
ド、消毒液、スコップ、ノコギリなどの支
援物資を現地へ届けたいとの申し出が本会
に入ってきました。本会は、熊本県のＮＰＯ法
人と連絡を取り、現地の社協災害ボランティ
アセンターへ迅速に支援物資を届けました。   

この時の運送費用や、他の支援物資の購
入に本会のこれまでの善意の蓄え(災害支
援金)を活用しました。 
倉敷市真備町を襲った水害(平成３０年７月) 

この時、避難所での生活を強いられていた
真備町の小学生を１泊２日の「楽しい夏の思
い出づくり」に招待しました。三木ホースラン
ドパークやネスタリゾート神戸のご支援を得
て、すばやく企画し実現させたのも本会です。 

三木市社協は、皆様から託された善意を集
め、それを効果的に活用し、誰もがより住み良
いまちをつくっていきます。これからも、皆様の、
皆様による、皆様のための三木市社協をどん
どん活用してください。 

シャキョウ？：三木市社協＝｢三木市社
会福祉協議会｣の会員は････あなたです。 

「ボランタリー活動プラザみき」は、市民
活動センターにあります。現在 300 を超える
ボランティア団体の登録があり、そうしたボラ
ンティア団体の設立・運営や連携・相談に関
わり、様々な支援を行っています。 

共に住みよい街をつくる三木市社協 

⦿送迎ボランティアの方の支えで、リフト付き自動 

車による外出支援。（年間８００回以上） 

⦿貸出用車いす、子ども用の車いすもあります。 

（現在１２８台：年間利用２５０回以上） 

⦿「みきボランタリーフェスタ」の開催経費に。 

  展示や活動体験を通して皆様がつながりを深め 

ています。昨年は 39 団体参画、1,200 人来場。 

⦿マイクロバスやワゴン車をボランティア活動や地 

域福祉活動で利用していただいています。 

（車両の維持経費に１２３万円） ・トラック８０回 

・マイクロバス１３０回 ・ワゴン車１７５回  

⦿地域の「ふれあいサロン」活動支援 

市内９３か所（１４８万円） 

⦿ボランティアの輪が広がるように活用 

・講座経費や拠点整備に(１２９万円) 

善意募金を活用した事業 

赤い羽根共同募金を活用した事業 



 
 
 
日 曜 催し・講座など 日 曜 催し・講座など 

1 木  16 金 経営相談 10:00～ 

2 金 経営相談 10:00～ 17 土 茶道教室９ :00～ 

3 土 
書を楽しむきらきら教室 13:00～  

   視察研修の日 
18 日  

 
4 日  19 月       
5 月  20 火 経営相談 10:00～ 
6 火 経営相談 10:00～ 21 水  
7 水  22 木 茶道教室 11:00～ 
8 木 手芸教室 13:30～ 23 金 経営相談 10:00～ 
9 金 経営相談 10:00～ 24 土  

10 土  25 日  
11 日  26 月       
12 月  27 火 経営相談 10:00～ 
13 火 経営相談 10:00～ 28 水  
14 水           29 木 手芸教室 13:30～ 
15 木  3０ 金 経営相談 10:00～ 

   3１ 土 茶道教室９ :00～ 
                     
 
 
 
 
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【あなたの悩みや心配事を
聞いてくれる人がいます】 

｢三木市こころの相談窓口｣ 
月曜～金曜：9：00～１７：００  祝日は除く 

電話番号  0794－89－2471  

※相談は無料で、秘密は厳守します。 

 
 
 

 
  
 

ゲートキーパーとは、自殺の危険性
がある人に気づき、声をかけ、話
を聞き、必要な支援につなげ、見
守る人のことです。あなたの周りに 

「最近、元気がない」 
「いつもと様子が違う」 

など気になる人はいませんか？ 
あなたのやさしいひとことが、 
大切な人の命を守ります。 

ゲートキーパーになろう 

催し物等に関するお問い合わせは総合隣保館（℡82－8388）まで 

【人権に関する記念日等】（１０月） 

1 日 国際高齢者デー  
   高齢者の人権についての理解を深めるため 
   の啓発活動を行うために設けられた。1990 
   年 12 月に行われた国連総会で採択。    
3日  犯罪被害者支援の日  
    犯罪被害者の実情と支援の必要性を知って 
   もらうため、医師や弁護士、ボランティア 
   らによって設けられた。 
10日 世界メンタルヘルスデー 
   NGO の世界精神衛生連盟(WFMH)が、1992 年 
   にメンタルヘルス問題に関する意識を高め 
   ることを目的として定め、後に国連機関の 
   世界保健機関(WHO)も協賛し、正式に国際 
   デーと認められた。 
17日 貧困撲滅のための国際デー  
   1999 年 12 月の国連総会において、多くの 
   国で 10 月 17 日が「極貧に打ち克つための 
   世界デー」となっていることから、この日 
   を「貧困撲滅のための国際デー」とするこ 

とが宣言された。 
24日 国連デー  
   1945 年 10 月 24 日に国連が発足 

したことを記念して設けられた。 

☆ 里親月間 
  1948(昭和 23)年 10 月に里親制度が発足したこ 
  とから毎年 10 月を｢里親月間」に設定。 
☆ 高年齢者雇用支援月間 
  高年齢者が健康で、意欲と能力がある限り年 
  齢にかかわりなく働き続けることができる社 
  会の実現をめざすため設定。 

「兵庫いのちと心のサポートダイヤル」 
午後 6 時から午前 8 時 30 分（土日祝は 24 時間） 

電話番号 078-382-3566 



夜間中学 体験会 in 姫路 
 
 
 
 
 
 

◎ 夜間中学がどんなところかわかる 
◎ 国語や理科、音楽などの授業が体験できる！ 
実施日:２０２１年１月２２日(金)※要申し込み。１０日前迄 
主催：兵庫県教育委員会・姫路市教育委員会 

問い合わせは隣保館まで ☎８２－８３８８ 

 

①教科書がもらえて勉強できる、公立中学校です 
➁月曜日から金曜日まで授業があります 
③夕方の 5 時頃から 9 時頃まで授業があります 
④平仮名、計算、歌、絵も勉強します 
⑤夜間中学でのすべての勉強が終われば、中学校卒

業となります。 
⑥授業料はかかりません（無償） 

夜間中学って？ 

 

 

 

 

 

 

 

聞いたことがあるなあ。そうＮＨＫの人
気テレビ番組「チコちゃんに叱られる」の
ナレーションですね。 

すべての「日本国民｣って？ 私は外
国籍だから「日本国民じゃないよ」と
思いながら見ている方もあるでしょう。 

では、日本国籍＝｢日本人｣でしょうか？ 
日本人って？それを定義するのは難しい
のです。日本国内に住んでいるからって
日本人とは限りません。いろんな人が日
本に住んでいます。 

日本人だと思うか 
思わないかは、最終 
的に本人の思いかもしれませんね。 

この番組が国内向けの放送であれば
「いまこそ、日本に住むすべての人に
問います」の方がいいかもしれませんね。 

三木市には４４か国１，８７６人の外国
籍の方が住んでいます。技能実習生６８１ 

 
 
 
 
 
 

人の内、半数以上がベトナム人で、中国、 
ミャンマー、インドネシア、タイと続きます。 
そして、外国籍の８５人の方が、日本語習
得や向上のため、三木市国際交流協会
の日本語教室で学んでいます。 

１９７０年頃から各地に識字学級(読み
書きを学ぶところ)が開設されてきました。
差別と貧しさの中、小学校で満足に学べ
なかったある方は、調理師免許取得のた
め識字学級で文字を学んだそうです。「文
字は命、文字を取りもどすこと＝権利
をとりもどすこと」だと言われました。 

※以下、夜間中学体験会チラシから引用 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お問い合わせ 

｢日本国民｣って？ 日本人ってだれのこと？

次ページは 
前川喜平さん寄稿の 

｢夜間中学の現状 
と役割」です 

[発行・編集]   令和 2 年 11 月１日発行 

三木市立総合隣保館  〒673-0501 三木市志染町吉田 823 

 TEL  82-8388    FAX  82-8658   E-mail  jinken@city.miki.lg.jp  

№472 11 月号 

参照：国際人権ひろば№１５２
のＰ．８。かながわ開発教育セ
ンター理事、木下理仁さん 

◎国際結婚した両親から生まれ、｢日本｣の国籍
を選んだけど自分のアイデンティティはそうじゃ
ないよと思う人。 

◎外国籍だけど生まれも育ちも日本で、自分は日
本人だという意識を持っている人。 

◎国籍は「日本」だけど外国に生まれ育ち、日本
語も話せないから「日本人」だと言われること
に違和感を持つ人。 

◎国籍は「日本」だけど、日本人ではなく「アイヌ」
だという意識を持っている人。 

様々な理由で義
教育を受けるこ
とができなかっ
た人 

不登校など、十
分に学校で学ぶ
ことができなか 

った人 
 本国において義務教育を修

了していない外国籍の人 
 

mailto:jinken@city.miki.lg.jp


 

【テーマ:ワタシを元気にしてくれたひとこと】･･･無理に誰かに認めてもらわなくても良いんですよ。 まず、自分を認め
よう。 

人権の小窓 

💛義務教育は全ての人の人権 
学校へ行くことは、子どもの義務ではなく

権利です。義務があるのは保護者です。憲法
第２６条第２項「すべて国民は、法律の定める
ところにより、その保護する子女に普通教育を
受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを
無償とする」。主語が「国民」なので、政府は、
外国人の保護者には義務が課されないと解
釈しています。しかし、子どもの義務教育を受
ける権利には、国籍は関係ありません。 

教育を受ける権利は人権です。人権とは、
人が人であるが故に、誰もが生まれながらに
持つ権利です。国籍、年齢、人種、出身地、職
業、思想・信条、性別（性的指向
や性自認を含む）、貧富の差など
による差別はないのです。 

憲法第２６条第２項の主語を「国」に替えて、
「国は、法律の定めるところにより、全ての人
に無償の普通教育を受ける機会を保障する
義務を負う」と書き直すと、「義務教育」という
言葉は要らなくなります。むしろ「無償普通教
育」と呼んだ方がいいのです。 
💛夜間中学のこれまで 

義務教育つまり無償普通教育は、全ての人に
保障されなければなりません。しかし、それを受け

られない子どもや受けられないまま大人になった

人が、この日本にはたくさんいます。そういう人た
ちの学びの場として、重要な役割を果たしてき
たのが夜間中学（中学校夜間学級）です。 

夜間中学は、戦後間もない頃、家族のため昼間

働かなければならない子どものための中学とし

て始まり、１９７０年ごろからは、貧困や差別のため 

 

 

 

 
 

 

に義務教育を受けられなかった大人の学びの
場になりました。その中には在日コリアンも多く、
識字学習から始める人もたくさんいました。日韓・

日中の国交正常化が行われると、帰国者とその

家族も夜間中学で学ぶようになりました。この人

たちは日本語学習から始める必要がありました。

１９９０年代以降は新たに日本に渡ってきた外国
人（新渡日外国人）が多数夜間

中学に入学するようになりました。 

不登校経験者も夜間中学で学

び直すようになりましたが、不登校生徒にも卒業
証書が授与されるようになると、既卒者だという

理由で入学が拒否されるようになりました。文部

科学省がやっと「形式卒業者」の入学を認める通
知を出したのは２０１５年のことです。 

文部科学省（旧文部省）は、戦後一貫して夜間

中学に冷淡でしたが、２０１４年を境にその態度を
１８０度転換しました。私は文部省に入省した頃か

ら夜間中学を支援したいと思っていましたが、３５

年後局長の時にその機会が巡ってきました。関係

者のねばり強い働きかけの結果、この年に「夜間
中学等義務教育拡充議員連盟」という超党派の

国会議員の組織が発足したのです。この議員連

盟を母体に、２０１６年１２月には「義務教育機会
確保法」という夜間中学の設置を促進する法律も

できました。現在文部科学省は、全ての都道府県
及び政令指定都市に１校以上設置す

ることを当面の目標に掲げています。 

💛夜間中学の今 
現在、夜間中学の数は３４校になりました。夜間

中学の新設に向けた検討・準備を行っている都

（222）   令和２年 11 月 

夜間中学の現状
と役割 

～多文化・多民族共生社会の実現に向けて～ 

現代教育行政研究会 

代長   前川
ま え か わ

 喜平
き へ い

 
１９５５年生まれ。元文部科学事務次官。              

東京大学法学部卒業。79 年旧文部省入                 
省。初等中等教育局財務課長、大臣官房                    
長、初等中等教育局長、文部科学審議官などを歴任。17 年
退官。高校無償化制度の実質的な担当者としてその後の朝
鮮学校無償化裁判に陳述書を提出する。自主夜間中学の
スタッフとして活動しながら各地で講演活動を続ける。 



自分に自信をもてなくて、自分には、才能なんてないと嘆いていた時に、本を見ている時に見て、心にしみこみました。  
（夏美:１７歳） 市民が創る まあるいココロ あったかメッセージ’１３より 

道府県が１１、政令指定都市が３つあるので、今

後も着実に増えるでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夜間中学は、狭義の中学校教育だけでなく、日本

語教育や識字教育を含む基礎教育・

普通教育を提供する場なのです。 
💛夜間中学のこれから 

２０１５年の通知以降、形式卒業者の入学は
徐々に増え、前述の調査では１４８人（９％）に達

しています。この数は今後も増えていくでしょう。
毎年約４万人の中学生が不登校のまま卒業して

います。夜間中学で学び直したい人は、現在の在

籍者の１００倍いてもおかしくありません。 

一方、外国籍の生徒や外国で育った日本国籍

の生徒も、今後ますます増えるでしょう。出入国管
理・難民認定法が改正され、２０１９年４月から外

国人労働者の本格的な受け入れが始まりました。

日本で生活する外国人は、新型コロナの影響で
一時的に減っても、中長期的には確実に増えるで

しょう。 

放置できない問題の一つは、外国籍の子ども
の不就学です。文部科学省が２０１９年５月の時
点で行った調査によると、不就学の可能性がある

外国人の子どもの数は２２，４８８人。不就学のま

ま１５歳を超えた外国人については、調査すら行

われていません。こうした人たちのためにも夜間

中学は必要です。 
夜間中学で学ぶためには、まず学習言語とし

ての日本語を修得する必要があります。東京都の
夜間中学８校のうち５校には、もっぱら日本語学

習を行う「日本語学級」が設けられています。これ

は東京都独自の制度ですが、国全体の仕組みに

広げるべきでしょう。２０１９年には日本語教育推
進法もできました。無償の日本語教室を全国に作

っていくことも喫緊の課題でしょう。 

💛多文化･多民族共生社会の実現に向けて 
日本は単一民族国家ではありません。アイヌや

琉球の先住民族、旧植民地の朝鮮半島や台湾の

出身者とその子孫、南米の日系人、そのほか各国

からの移住者や難民が一緒に暮らしています。今
後の日本社会は、文化や民族の異なる人々が共
に生きる社会を目指すべきです。そのための教
育の役割は重要です。 

在日外国人の一世と二世・三世の間で日常言

語が異なり、意思疎通が困難になる例が多く見ら
れます。それを防ぐには、外国人に日本語教育の

機会を提供するだけでなく、二世・三世の世代が

母語・継承語、自民族の文化や歴史を学び、民族

的アイデンティティを築く機会を保障することも必

要なのです。 
朝鮮学校、中華学校、ブラジル人学校などの

外国人学校に対しては、無償化も含め日本の学
校と同等の公的支援を行うべきです。大阪府な

どの公立小中学校には、在日コリアンの子どもの

ため、課外活動として「民族学級」が置かれてい

ます。日本の学校の中に、こうした民族教育の機

会を作ることも必要でしょう。苦難の歴史の中で
民族教育を築いてきた在日コリア
ンは、多文化・多民族共生教育の
先駆者だと言っていいと思います。 

自分の民族的アイデンティティを

持ち、同時に日本社会の一員というアイデンティ

ティも持つ。そういう「ダブル・アイデンティティ」を

持つ人が増えれば、多文化・多民族共生社会は
豊かで安定したものになるはずです。 

夜間中学にも様々な民族学級を設けたらいい

でしょう。夜間中学は小さな多文化・多民族共生
社会です。新渡日外国人の若者が、在日コリアン

のハルモニから学べることも、きっとたくさんある
はずです。 

文部科学省の調査によると、生徒の総数は 1,729 人。 
国籍別では、中国３１％、日本２０％、ネパール１６％、

韓国・朝鮮９％、ベトナム９％、フィリピン５％、タイ２％、ブ
ラジル、インド、アフガニスタン、ペルー、台湾がそれぞれ
１％前後となっています。 

男女別で見ると女性が６５％。高齢者になるほど女性
の比率が高くなるのは、義務教育を受けられなかった人
が、男性より女性に多いからです。 

入学の理由は、                                 
「高等学校に入学するため」が１６％、  
「中学校の学力を身に付けたい」が１４％、 
「中学校教育を修了しておきたい」が１１％、 
「職業資格を取得するため」が１％で、 

合計で４３％になります。一方 
「日本語が話せるようになるため」が３９％、 
「読み書きができるようになるため」が１８％で、 
必ずしも中学校教育を受けることを目的としない生徒
が６割近くいます。 



 
 
 
日 曜 催し・講座など 日 曜 催し・講座など 

1 日  16 月       
2 月  17 火 経営相談 10:00～ 

3 火 文化の日 18 水  

4 水  19 木  

5 木  20 金 経営相談 10:00～ 

6 金 経営相談 10:00～ 21 土  

7 土 書を楽しむきらきら教室 13:00～  
茶道教室 9:00～    22 日  

8 日  23 月 勤労感謝の日     
9 月  24 火 経営相談 10:00～ 

10 火 経営相談 10:00～ 25 水  

11 水  26 木 手芸教室 13:30～茶道教室 13:00～ 

12 木 手芸教室 13:00～ 27 金 経営相談 10:00～ 

13 金 経営相談 10:00～ 28 土 茶道教室 9:00～ 

14 土  29 日  

15 日  3０ 月       
                     
 
 
 
 
 
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

催し物等に関するお問い合わせは総合隣保館（℡82－8388）まで 

【人権に関する記念日等】（１１月） 
16 日 国際寛容デー  
   １９９５年１１月１６日、ユネスコ総会で｢寛容原則宣言｣ 

と｢国連寛容年のためのフォローアップ計画｣が採択さ 
れ、翌年１２月の国連総会で制定。 

20 日 世界こどもの日 
   国連総会は１９５４年１２月１４日、国際連合で｢児童の 

権利に関する宣言｣(１９５９年)と｢児童の権利に関する 
条約」(1989 年)が採択された１１月２０日を｢世界こ 
どもの日｣とした。 

25 日 女性に対する暴力撤廃の国際デー 
   １９６１年にドミニカ共和国の支配者の命令で政治活動 

家三姉妹が暗殺されたことに由来し、１９９９年１２月の国 
連総会決議で制定。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
12～25 日 女性に対する暴力をなくす運動 
   女性に対する暴力根絶のシンボルであるパープルリボ 

ンにちなんで、タワーや商業施設、橋、観覧車、 
城など、パープルにライトアップするなどの運 
動を展開。 

25～１２月１日 犯罪被害者週間  
   ｢犯罪被害者等基本法｣の成立日である１２月１日以前 

の１週間を｢犯罪被害者週間｣と定めた。 
   

１１月は、児童虐待防止推進月間で
す。子どもの笑顔を守るために一人ひ
とりに何ができるのかを呼びかけてい
く「オレンジリボンキャンペーン」を展
開します。 

イラスト：こゆり 

人権啓発研究(第 41 回兵庫県集会) 
・日時 11 月 28 日(土) 
     13：00～16：20 
・場所 三木市立総合隣保館 

＜シンポジウム＞「新型コロナウイル
スによる差別について考える」 
＜講師＞・安田菜津紀さん（フォトジャーナリスト） 

・小林丈広さん(同志社大学教員) 

・中部剛さん（神戸新聞報道部次長） 

＜コーディネーター＞・宮前千雅子さん 
(関西大学人権問題研究室委嘱研究員) 

※オンライン配信を大画面に映します 
◎問い合わせ：三木市立総合隣保館(℡82₋8388)まで 

市民じんけんの集い 
総合隣保館文化祭  合同開催 

・日時 １２月６日(日) 
    13：00 受付～16：15 まで 

・場所 三木市文化会館大ホール 
＜第 1 部＞…開会行事 13：３０～ 

・市民運動作品優秀賞の表彰・人権作文優秀賞の朗読 
＜第 2 部＞…記念講演１４：３０～ 

「へこたれへん 
～人はきっとつながれる～」 

＜講師＞・松村智広さん（みえ人権教育・啓発研究会代表）

◎事前申し込み締め切り 12 月 3 日(木) 

三木市立総合隣保館（℡82－8388）まで 



 

 

 

 

 

 

 

２０１６年(平成 28 年)１２月１６日施行 

部落差別の解消の推進に関する法律 
（目的） 
第一条 この法律は、現在もなお部落差別
が存在するとともに、情報化の進展に伴って
部落差別に関する状況の変化が生じている
ことを踏まえ、全ての国民に基本的人権の
享有を保障する日本国憲法の理念にのっと
り、部落差別は許されないものであるとの
認識の下にこれを解消することが重要な課
題であることに鑑み、部落差別の解消に関
し、基本理念を定め、並びに国及び地方公
共団体の責務を明らかにするとともに、相談
体制の充実等について定めることにより、部
落差別の解消を推進し、もって部落差別の
ない社会を実現することを目的とする。 
（基本理念） 
第二条 部落差別の解消に関する施策は、
全ての国民が等しく基本的人権を享有する
かけがえのない個人として尊重されるもの
であるとの理念にのっとり、部落差別を解消
する必要性に対する国民一人一人の理解
を深めるよう努めることにより、部落差別の
ない社会を実現することを旨として、行われ
なければならない。 
（国及び地方公共団体の責務） 
第三条 国は（略）施策を推進するために 

 
 
 
 
 
 

必要な情報の提供、指導及び助言を行う責
務を有する。 
 ２ 地方公共団体は（略）その
地域の実情に応じた施策を講
ずるよう努めるものとする。 
（相談体制の充実） 
第四条 国は（略）相談に的確に応ずるた
めの体制の充実を図るものとする。 
 ２ 地方公共団体は、（略）部落差別に関す
る相談に的確に応ずるための体制の充実
を図るよう努めるものとする。 
（教育及び啓発） 
第五条 国は、部落差別を解消するため、
必要な教育及び啓発を行うものとする。 
 ２ 地方公共団体は、（略）部落差別を解消
するため、必要な教育及び啓発を行うよう
努めるものとする。 
（部落差別の実態に係る調査） 
第六条 国は、部落差別の解消に関する施
策の実施に資するため、地方公共団体の協
力を得て、部落差別の実態に係る調査を行
うものとする。  

お問い合わせ 

を改めて読んでみよう

次ページは 

「そっとしておけば 
部落差別はなくなる」 

ってホント？ 

[発行・編集]   令和 2 年 12 月１日発行 

三木市立総合隣保館  〒673-0501 三木市志染町吉田 823 

 TEL  82-8388    FAX  82-8658   E-mail  jinken@city.miki.lg.jp  

№473 12 月号 

部落差別についてよく知らない人が、イ
ンターネットの差別的な書き込みを読み、 
誤った認識を持ってしまうことがありま

す。三木市では、差別の助長や拡散を防止するた
めに【三木市インターネット差別書き込みモニ
タリング事業】を実施しています。 

mailto:jinken@city.miki.lg.jp


 

 

【テーマ:～心あたたまるあの場面～】･･･家事・育児・仕事を日々精一杯こなすことだけに必死になっていた頃、夫が、毎日全
てを全面協力してくれる姿を見た長女が「こんなに優しいパパと結婚してくれてありがとう」と声を掛けてくれた。 

人権の小窓 

1.「寝た子を起こすな」ってナニ？ 
部落問題について語られる「寝た子を起こ

すな」論とは、「部落問題を取り上げずそっ
としておけば、みんなが知らなくなり、部
落問題は解消する」という考え方です。「寝
た子を起こすな」論を肯定する人はどこの市
民意識調査でも約２割～４割います。部落問
題について学校で子どもたちが学んで帰っ
たときに、家族の方が「まだ学校はそんなこと
を教えているのか。教えなければ差別なんて
なくなるだろうに」と言ったという例はよくあり
ます。そこで、この文章では、わたしが大学の
授業で行ってきたことを紹介しながら、一
緒に考えることにしたいと思います。 
2．「『寝た子を起こすな』論実現大作戦」 

わたしは、「『寝た子を起こすな』論実現大
作戦」という学習活動をときどき
行ってきました。「寝た子をおこす
な」論を支持している人がそれな
りにいたからです。受講生全員に
仮に「寝た子を起こすな」論支持者になって
もらい、次のような流れで学習を進めます。 

この法律ができれば、日本の法律ですから
六法全書にも載ります。六法全書は誰でも読
めるのですが、とくに弁護士や裁判官、警察
官はこれをていねいに学ぶことになります。 

法律を執行する側の人たちは、何が部落
差別にあたるのかを詳しく知らないとい
けません。では誰がそれを教えるか。大学教
員はじめ専門家が教えることになります。 

このように確かめていくと、法律を作るとい
う行為が「寝た子を起こすな」論と相容れな
いことが分かってきます。発言をなくそうとし
たはずなのに、学習や研究を促進するのです。
考えれば考えるほど明らかなのは「ムリだ」と
いうことです。それだけではありません。人権
を守るために作ったはずが人権侵害の法律
をつくることになります。つまり、「寝た子を起 
こすな」論は、差別を受けた人にも声を上
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「そっとしておけば 
部落差別はなくなる」

ってホント？ 
～ワークを通して考える 

      「寝た子を起こすな」論～ 

大阪教育大学 地域連携・教育推進センター 

教授    森
も り

  実
みのる

 
同和教育・人権教育や識字について長年研究。 文部科学省
の「学校における人権教育調査研究協力者会議」のメンバ
ー。 ｢人生をきりひらく識字学習」｢人権教育への招待｣｢しっ
ていますか？部落問題一問一答第 3 版｣など著書多数。 

第一段階…「寝た子を起こすな」論を実現する
ため「黙ってもらうべき人や団体など」を受講
生に挙げてもらいます。たとえば、 

大学教員、教育委員会、文部科学省、教科書、 
マスコミの人、出版物、インターネット、 
大人（父母、祖父母など）、部落解放運動をし
ている人たち、部落差別を受けた人 

など、あがった人や団体、行政機関などを黒板に
すべて書き上げます。 

第二段階…「黙ってもらうための方法」を考えま
す。受講生からはいろんな意見が出てきます。 

多くの学生は 
・「法律を作って取り締まる」と言います。 
・「教科書に載らないよう、学習指導要領を変える」 
・「ワイロを渡してだまってもらう」 

といった一見できそうなアイデアから、 
・「記憶喪失薬を発明してみんなに飲ま

せる」といった荒唐無稽なものまで出ます。 

第三段階…出してもらった方法を一つひとつ吟
味します。多くの学生は法律をあげますから、法律
というアイデアの吟味から始めます。法律を提案し
た人に、法律の名前を言ってもらいます。 

法律名は「部落差別についての発言禁止法」な
どとなります。第一条は目的です。「部落差別が厳し
いことに鑑み、この法律は部落差別についての発
言をすべて禁止することを目的とする」といった
記述になりますね。 



 

心がスッと軽くなり、温かい気持ちにさせてくれた。  （やすか） 市民が創る まあるいココロ あったかメッセージ’１９より 

げないよう求めてしまうのです。 
法律制定について言えば、日本では差別

的言論を禁止するという法律がありませ
ん。そういう国で、部落問題に関連するあらゆ
る発言を禁止する法律を制定しようとすれば、
かなりの年月、法律制定運動をしなければな
らないことが予想されます。では、「寝た子を
起こすな」論を主張する人たちは、そういう取
組を進める決意がどれほどあるでしょう。「寝
た子を起こすな」論を支持している人たちは、
たいてい「自分はなにもしない」ことを前提に
していますから、何年も取り組もうとはほぼ考

えていないものです。 
法律以外の方法も含めて検

討していけば、「寝た子を起こ
すな」論は考えれば考えるほ

どムリがあり、行おうとすれば差別の被害
者に「黙れ」と言わなければならないこと
がハッキリしてきます。学習指導要領を変
えるということ一つを取り上げても、そのため
には多くの人に訴えて文部科学省に政策を
改めてもらわなければならないのです。 
3．「寝た子を起こすな」論の問題点 

「寝た子を起こすな」論の誤りは、このよう
に様々に論じることができます。 

２０１６年には、「部落差別解消推進法」が
制定されました。これは、「寝た子を起こすな」
論ではなく、部落差別をなくすために政府
が先頭に立って取り組むことを宣言した
法律です。研究者の論文でも、「寝た子を起
こすな」論を支持する例はありません。 
 それにもかかわらず、わたしたちのあいだに
広く見られるのはなぜでしょうか。学生たちの
話を聴いていて重要だと思う一つは、自分の
受けた同和教育や部落問題学習のあり方に
疑問を抱いている人が少なからずいることで
す。「あんな教育(展望のない内容や方法)を
するぐらいなら、何もしない方がましだ」
というのです。それなら、その疑問を整理し
てことばにして出し合うことが大切です。「教
えるか教えないか？」ではなく「どう教え
るべきか？」と考えてはどうでしょうか。   

最後に、「そっとしておけばいいのに」とい
う意見も、「部落差別はないほうがよい」と
思っているからこそ出てくる意見だという
ことは忘れてはなりません。
とりわけ、部落出身者の唱
える「寝た子を起こすな」
論は、「いい加減に取り組
んでほしくない」という思いの表れである
ことが多いといえます。そのことをふまえて、
考えを深めていきたいものです。 

第一に、歴史的に考えてみることができま
す。１８７１年に賎民制廃止令（いわゆる「解放
令」）が出されました。しかし、それ以後、１９７０年
代になるまで、学校の教科書に部落問題は全く出
てきませんでした。１００年間「寝た子を起こす
な」論を実践してきたのです。それにもかかわら
ずなくならなかったので、学校でしっかり教えよう
ということになりました。その後 50 年ほどにわた
って学校で取り組まれてきたおかげで、「部落
差別はいけない」と考える人が増えています。 

第三に、くりかえしになりますが、最も重要なの
は、この考え方が差別を受けて悔しい思いをし
ている人に対して「だまっていなさい」と言う
に等しいという点でしょう。 

「自分の子どもがいじめを受けて 
いる」と主張する親に対して、担任が 
「お母さん、お父さん、そんなにさわいではい
けません。いじめはそっと黙っていればなくな
ります」と言ったらどうなるでしょうか。 

また、身近な誰かが「セクハラを受けた」とわた
したちに相談してきたとします。そのときにわたした
ちは「セクハラはそっとしておけばなくなる。
事を荒立てない方が良い」と言うでしょうか？ 

「寝た子を起こすな」論は、部落問題についてそ
れを実践していることになります。 

第二に、積極的に取り組んだことによって、
部落差別を封じ込める成果を上げています。 

たとえば１９７０年代に発覚した『部落地名総
鑑』事件があります。２００を超える著名な企業や
大学などが、全国の被差別部落の地名を所番地
まで記した書籍を５～１０万円で購入していまし
た。この問題は、関係者の匿名による告発から始
まり、政府も動いて取組が進みました。その結果、
企業による人権啓発が進みました。 

取り組んだことによって差別意識や社会の仕組
みが変化したという例は他にもたくさんあります。 



 
 
 
日 曜 催し・講座など 日 曜 催し・講座など 

1 火 経営相談 10:00～ 16 水  

2 水  17 木 手芸教室 13:30～ 

3 木 手芸教室 13:30～ 18 金 経営相談 10:00～ 

4 金 経営相談 10:00～ 19 土 茶道教室 9:00～ 

5 土 書を楽しむきらきら教室 13:00～ 
茶道教室 9:00～     20 日  

6 日 隣保館文化祭、三木市文化会館にて 21 月    
7 月  22 火 経営相談 10:00～ 

8 火 経営相談 10:00～ 23 水  

9 水  24 木  

10 木  25 金 経営相談 10:00～ 

11 金 経営相談 10:00～ 26 土 フラワーアレンジメント教室 13:30～ 

12 土  27 日  

13 日  28 月       
14 月    29 水 閉館 1 月 3 日まで 

15 火 経営相談 10:00～ 30 月  

 31 火  
                     
 
 
 
 
 
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

催し物等に関するお問い合わせは総合隣保館（℡82－8388）まで 

【人権に関する記念日等】（１２月） 

 1 日 いのちの日 日本で心の健康に関する正しい理 
    解の普及・啓発を行うための日。自殺予防活動の一 
    環として2001年から設定。 
    世界エイズデー 世界規模でのエ 
    イズ蔓延の防止、エイズ患者やHIV感 
    染者に対する差別･偏見の解消を目的と 
    し、1988年に世界保健機関により定め 
    られた。シンボルはレッドリボン。 
 3 日 国際障害者デー 1982年12月3日、国連総会 
    で｢障害者に関する世界行動計画｣が採択されたこと 
    を記念して、1992年の国連総会において制定。 
6 日 市民じんけんの集いと総合隣保館文化 

祭を合同開催（三木市文化会館にて） 
   人権意識の高揚を図り、明るく住みよいまち 

づくりをめざす｢市民じんけんの集い｣と、人権 
を大切にする共生の社会を築き共に人権文化を 
創造していく｢総合隣保館文化祭｣を開催します。

10 日 人権デー 世界人権宣言が、1948年12月10日 
    の国連総会で採択されたことを記念して、1950年 
    の国連総会において制定。 
18 日 国際移民デー 1990年12月18日、国連総会 
    で｢全ての移住労働者及びその家族の権利の保護に 
    関する国際条約｣が採択されたことにちなみ制定。 
☆  3～9 日 障害者週間 国際障害者デーであり、障 
   害者基本法の公布日でもある12月3日を起点に、障 
   害者の日である12月9日までの1週間。1995年6月 
   27日、総理府(現内閣府)障害者施策推進本部が制定。 
☆ 4 日～10 日 人権週間  1948年12月10日の国 
   連総会において世界人権宣言が採択されたことを記念 
   して1949年に法務省と全国人権擁護委員連合会が12 
   月10日を最終日とする1週間を人権週間と制定。 

募集 フラワーアレンジメント教室  

「新春を生ける」 講師：田中真紀さん 
・12 月 26 日（土）13:30 から  
・総合隣保館大会議室にて  
・参加費 5,000 円  
・持ち物：円形で深めの花器、はさみ  
 

１２月１０日～１６日 は 

｢北朝鮮人権侵害問題 
  啓発週間｣ です 
北朝鮮による日本人拉致問題 

一日も早い帰国実現に向けて！ 
日本政府が拉致被害者として認定してい 

るのは１７名。内５名は２０２０年１０月に帰国。 

しかし残り１２名の安否は未確認のままです。
さらに、北朝鮮による拉致の可能性を排除 

できない方が８７８名います。 

政府は「すべての拉致被害者の安全確保 

及び即時帰国の実現に向け、冷静な分析の

上にあらゆるチャンスを逃すことなく全力で行

動していく」としています。 
(内閣官房拉致問題対策本部事務局発行のパンフレットより) 

 



 

 

 

 

 

 

 

「女はつらい」と感じる項目は、 
１番「家事、育児、介護の負担が大きい」 
２番「経済的な自立が難しい」 
３番「女だからとやりたいことをさせて 

もらえない」の順となっています。 
右の「男…」の項目と比べてみてください。 

｢つらい｣と感じる項目が、女と男では違い
ますね。この違いを当然だと思うか、変えてい
くべきだと思うか、皆様はどう思われますか。 

 
 
 
 
 
 
 

「男はつらい」と感じる項目は、 
１番「仕事の責任が大きい、仕事が出来て

当たり前だと言われる」   
２番 ｢男だからと頑張ることを強要される｣ 
３番「家族と共に過ごせる時間が少ない」 
     の順となっています。 

日本のジェンダーギャップ指数は、１５３か
国中、１２１位だそうです。あらゆる場(議員・委

員会・専門職・管理職)で女性が占める比率の
順位が低いのです。男性中心、女性中心の
仕組みがあるなら、様々な所で男女比５対５
を意識した取組、それぞれ個人が個性と能力
を発揮できるような社会にしたいものです。 

[発行・編集]   令和３年 1 月４日発行 

三木市立総合隣保館  〒673-0501 三木市志染町吉田 823 

 TEL  82-8388    FAX  82-8658   E-mail  jinken@city.miki.lg.jp  

№474 1 月号 

お問い合わせ 

2016 年度 三木市男女共同参画に関する市民意識調査報告書より

次ページは 
露の団姫さんの 

「差別をなくす、 
私の使命」  

です 

※ジェンダーギャップ…とは、男女の違い
により生じる様々な社会的格差のこと。 

※マンスプレイニング…とは、「男性は女性
よりも知識が豊富である」あるいは「女性よ
りも多くのことを理解できる」などと思う根拠
が差別意識に根差していることを指摘する
言葉です。 

一般的に「男性が女性を見下す、あるいは
偉そうな感じで物を言う」ことを指しています 

■「あなたに 15歳の子どもがいるとした
ら、将来どのような生き方をしてほしい
と思いますか」という設問に対し、 

女の子で最も多いのは 
「家族や周りの人たちと円満に暮らす」 

男の子で最も多いのは 
「経済的に自立した生活をする」 

となっています。また、 
女の子に望む生き方の中では、「仕事より

も家族を大切にする」が 36.5%で、男の子
の約２倍多くなっています。 

男の子に望む生き方の中では、「社会的な
地位を得る」が、41.4％で、女の子の約 2.3
倍多くなっています。 

mailto:jinken@city.miki.lg.jp


 

 

【テーマ:～心あたたまるあの場面～】･･･家事・育児・仕事を日々精一杯こなすことだけに必死になっていた頃、夫が、毎日全
てを全面協力してくれる姿を見た長女が「こんなに優しいパパと結婚してくれてありがとう」と声を掛けてくれた。 

人権の小窓

【人権に無関係な人などいない】 
「団姫姉さん、僕、この間知り合いから『人

権講演をして欲しい』って頼まれたんですよ。
でも、そういう講演をすると“イロがつく”でし
ょ？ だから僕、断ったんですわ」 

後輩の芸人からこんな話をされたのは一
年前のこと。様々な感情が飛び交う中、私は、
「うん、人権講演は志のある人にしかやって欲
しくないから、無理せんでええんちゃう？でも、
人権は決してヤヤコシイものではないし、
なにより、人権に無関係な人間なんて一人
もいないっていうことだけは覚えておいてね」
…と、これが私の精一杯の返事でした。 

私がはっきりと「人権」というものに目覚
めたのは、中学一年生のときでした。 

翌日、学校へ行くと、担任の先生から顧問教

諭に謝罪するよう促されました。なぜ私が謝ら
なければいけないかと尋ねると、「謝らないと大
会に出してもらえないぞ」と言われたのです。
「差別を飲み込む代償に、何かを得る」―私が
最もなりたくない姿でした。 

【平等と差別】 
現在、私は高校生の時に志した「落語家」

と「僧侶」という二つの仕事を持っています。 
落語家として入門した当時、１８歳の私は

「女は認めない」「女ならピンクの着物を着ろ」
「女なんだから男を立てろ」と様々な言葉を
浴びせられました。 

でも、これもおかしな話です。そもそも私は自分
自身で女性という性を選択して生まれ 
たわけでもないですし、また、性別は自 
分では変えようのないものです。 

また、なぜ「女」＝「ピンク」なのでしょ   
うか。私の好きな色は「緑」だというのに、 
私の好きな色は無視され、女というだけでピンクを
押し付けられる日々にウンザリしていました。   
そして、あまりにも疲れ切った私は、「もう、世の中
の差別や固定観念と闘うことをやめたほうが楽か
もしれない」と思ったこともありました。しかし、私の
人権が当たり前のように侵害される世界は、同じ
境遇の人も同じく差別され続ける世の中です。 
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｢差別を無くす、 
私の使命｣ 

落語家、天台宗僧侶 
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１９８６年生まれ。兵庫県尼崎市在住。 

２００５年、露の団四郎へ入門。三年間の                      
内弟子修業を経て独り立ち。２０１１年に                       
天台宗で出家得度。比叡山延暦寺で修                      
行し、正式な天台僧となる。現在、古典落語をはじめ、自作の仏教落
語にも取り組む異色の落語家。主なテレビ出演は、テレビ朝日『ぶっ
ちゃけ寺』等。私生活では選択的夫婦別姓の実現を求め、２０１９年
には『女らしくなく、男らしくなく、自分らしく生きる』(春秋社)を出版。
尼崎市男女共同参画審議会委員も務める。 

ある日、卓球部の顧問教諭が 
「来週は男子部の大会がある。女子部はお茶くみの

手伝いに行くように」と言ったのです。私は 
それを聞いて、お茶くみという形で仲間を応 
援に行く、それは良いことだなと思いました。 

そして顧問教諭に聞いたのです。 
「では先生、私たち女子部の大会のときは、男子部

がお茶くみに来てくれるんですか？」その瞬間、私に飛
んできたのは人生で初めて体験する怒号でした。 

「なんだと！お前には常識がないのか ‼」私は、一体
何が起こったのか分かりませんでした。とにかく、目の
前を怒り狂った顧問教諭の唾だけが飛んでいきます。
唾を飛ばす口からは 

「お茶は女が入れるものに決まってるだろ！」と言葉
が続き、その目は血走っていました。 
いや、でもそれはおかしい…！瞬時に、私は 

「それは男女差別です！」と返すと、さらに顧問教諭
は「これは差別じゃない！昔から決まってる！」と怒鳴り
散らすのでした。そして、切り札のように 

「お前みたいなやつは大会に出る必要はない！帰
れ！」というので、私は帰りました。 

教育機関である中学校においてこのような不
当な性差別がまかり通り、またその差別を受け入
れなければ当然であるはずの権利が得られない
という、社会の悪習を押し付けられそうになったこ
とに、私は強い危機感を覚えました。 

そこから、おかしいと思ったことには 
必ず声をあげなければいけないと考 
えるようになったのです。 



 

心がスッと軽くなり、温かい気持ちにさせてくれた。  （やすか） 市民が創る まあるいココロ あったかメッセージ’１９より 

私には「話芸」という持ち物があるわけで
すから、「声をあげられる人間が声をあげ続
けなければ世の中は変わらない！」と、自
身を奮い立たせました。 

とにかく、差別を無くすことを諦め
てはいけないのです。 
２５歳で出家し天台宗の僧侶と

なると、驚くことがありました。 

人権問題に積極的に関わり、解消に努めて
いく。それは、私の僧侶としての使命だと考え
ています。 

【男女共同参画へかける想い】 
今後、私が社会で必要だと考えることは、

次世代への人権教育です。差別をはじめ、あ
らゆる偏見や固定観念は、社会や周囲の大

人から、無意識のうちに刷り込まれてしまいま
す。だからこそ、自由な発想と無限大の可能
性を秘めている子どもたちに、ジェンダー教
育をはじめとした人権教育を推進することは、
一人一人の生きやすさ、ひいては社会全体の
幸福に繋がると確信しています。そのために
も、学校や地域での教育をはじめ、子どもた
ちの目に触れる広告や当たり前とされてきた
ものの中に少しずつ人権の意識を広めたい
と考えているのです。 

今、私は尼崎に「道心寺」と
いうお寺を建てながら、一人一
人が自分らしく生るための
お悩み相談を行っています。 

先日、そのような私の活動に共感
したという方から「このお金を道心寺に寄付
しますので、女性のエンパワメントのために使
ってください」と、封筒を預かりました。 

お寺の業界では「ご寄進」と呼ばれるもの
ですが、私はこのお金にだけは違う名をつ
けました。 え？それはどんな名前かって？  

女性のために使わせていただくお金です
から、これがホンマの「ジョセイキン」とい
うことで…おあとがよろしいようで ☆ 

仏教では「すべての命が平等」と説かれていると
いうのに、なんと、私がこの世で一番無くなって欲し
い「差別」という言葉が仏教用語だったのです。し
かし、そこには意外な教えが隠されていました。 

というのも、仏教で説かれる「差別」と
は、「しゃべつ」と読み、これはいわゆる
「区別」のことでした。 
では、「差別」と「区別」の違いは何

なのか…？ 調べていくと、 
「区別」は「物事そのものの違い」、そして、 
「差別」とは、「区別をもとに、不当に低く取り扱う

こと」だと分かったのです。つまり、 

性別でいえば「女性」と「男性」は体のつ
くりが違う、これは、そのものの違いなので
「区別」ですが、それを、数年前の某大学の
入試のように「女性である」という理由で一
律減点することは、女性という区別をもと
に不当に低く取り扱っているわけですか
ら、正真正銘の差別になるのです。 

では、なぜそのような「しゃべつ（区別）」がお経
に出てくるのでしょうか？ 
それは、区別をもとに不当に低く取り扱

えば差別になりますが、反対に、区別をもと
に支援をする…例えば、足を怪我した人に
車いすを使って貰う、などの支援は、その人
の「生きやすさ」に繋がることなのです。 

だからこそ、人を差別するための区別ではな
く、お互いに生きやすくなるための区別を持ち
ながら、共に考え、助け合い、生きていく、それ
が平和や平等に繋がっていく教えなのだと知り
ました。 

私が生まれた１９８６年は、「男女雇用機会均等
法」の施行に伴い、女性の社会進出が期待されは
じめた時代でした。 

それから３４年経った今、社会の中で女性の置
かれる立場は改善したでしょうか？ 

今でも当たり前のように芸能人が公共の電波
で差別発言をしたり、ＳＮＳ等で女性をターゲットと
したマンスプレイ二ングが行われている状況をみ
ると、この国のジェンダーギャップや人権意識は、
まだまだ危機的状況といえます。 

日々のお悩み相談では、生活面、そして精神面
での自立を目指す女性が沢山いらっしゃいます
が、その多くが、心の傷を負った過去の経験から
「他者を頼らず、自分ひとりで生き抜かなけれ
ば」と必死で、自立ではなく「孤立」を深めて
いる印象を受けます。 

だからこそ、真の自立とは孤立ではな
く「共生」であることをお伝えし、みん
なで笑いながら、そして泣きながら、前
に進みましょうとお話しをしています。 



 
 
 
日 曜 催し・講座など 日 曜 催し・講座など 
1 金 元日  閉館 1 月 3 日まで 16 土 茶道教室 9:00～ 

2 土  17 日  

3 日  18 月    

4 月  19 火 経営相談 10:00～ 

5 火 経営相談 10:00～ 20 水  

6 水  21 木  

7 木  22 金 経営相談 10:00～ 

8 金 経営相談 10:00～ 23 土  

9 土 書を楽しむきらきら教室 13:00～  24 日  

10 日  25 月    

11 月 成人の日 26 火 経営相談 10:00～ 

12 火 経営相談 10:00～ 27 水  
13 水  28 木 手芸教室 13:30～ 

14 木 手芸教室 13:30～ 29 金 経営相談 10:00～ 

15 金 経営相談 10:00～ 30 土 茶道教室 12:00～ 

 31 日  

                    
 
 
 
 
 
                  

【人権に関する記念日等】（１月） 
17日 防災とボランティアの日 1995(平成7)年１月 
   17日に発生した阪神・淡路大震災にちなみ、ボランティア 

活動への認識を深め、災害への備えの充実強化を図る目 
的で、翌年から実施。    

26日 世界ハンセン病の日  ハンセン病への正しい理 
   解を、とのフランスの社会運動家の呼びかけに応え、195 

4（昭和29）年から取り組まれている。１月最後の日曜日。           

催し物等に関するお問い合わせは総合隣保館（℡82－8388）まで 



 

 

 

 

 

 

 

🏠 ｢ステイホーム｣から見えてきたこと 
昨年４月、コロナウイルスの感染拡大による

緊急事態宣言が発出され、「ステイホーム」が
呼びかけられました。そのことで様々な問題が
見えてきました。 

安心できる人間関係であるべき家庭での
DV や児童虐待の増加が伝えられていますし、

住まいの広さ・設備による
格差、つまり、学習環境による
【学力格差】が生じるという
問題があります。  

また、住宅を失う問題も生じています。 

これら住宅の退去を余儀なくされる人への
公的支援として、自治体が公営住宅を提供
したり一時的に宿泊場所を提供したりし
て、その後の生活再建に向けて居宅支援や
就労支援を行うこともあります。野宿生活
の場合は、支援情報が届かず、国の特別定
額給付金等の支援が得られにくいのです。 

🏠 民間の支援とは 
そんな中、昨年８月ホームレス支援団体｢ビ

ッグイシュー基金｣を中心に東京や大阪で
生活困窮者を支援する約２０の支援団体
が連携し、次のような活動を始めました。 

 
 
 
 
 
 
 

米コカ・コーラ財団が寄付した約５千万円
の基金をもとに、住宅を自分名義で賃貸契
約するための初期費用最大３０万円を支援
しています。アパートなど住所があると公的支
援も受けやすく、求職もしやすくなります。 

緊急事態宣言の中、(一社)つくろい東京フ
ァンドには、５月末までに１７０件の相談があ
り、感染リスクを考慮した個別の対応を進め、
生活再建の第一歩として宿泊支援や公的
支援につなぐ取組を進めています。 

また｢東京アンブレラ基金｣では、
ホームレス状態にありながら見えにく
い人々に対する住宅支援もしています。 

このような緊急事態に陥った人、背景を持
つ人たちが、今夜、雨露をしのげる場所を求
めています。そこで、この団体では、民間の空
き室を借り上げ提供する活動に取り組んで
います。『福祉は住居に始まり、住居に終わ
る』を念頭に公的支援制度の充実と生存権
の保障に向けた活動を進めているのです。 

コロナ禍の中、生活困窮者への生活再建
に向けた公的支援や民間の支援が進められ
ていることに心を寄せたいものです。 

[発行・編集]   令和３年 2 月 1 日発行 

三木市立総合隣保館  〒673-0501 三木市志染町吉田 823 

 TEL  82-8388    FAX  82-8658   E-mail  jinken@city.miki.lg.jp  

№475 

･理解が得られず家を出た LGBT の若者 

･行政の住宅支援を打ち切られた原発事故避難者 

･遠い国から日本に逃れてきた難民の外国人 

･人身取引の加害者から逃げてきた女性たち 

･家庭や学校に居場所のない中高生 

２月号 

お問い合わせ 

～ホームレス支援団体｢ビッグイシュー基金｣を中心とした民間の支援～

次ページは 
箕田尚さんの 

｢野宿生活者の実態 
と支援の現状｣  

です 

①コロナ禍によって住まいを無くした人 

➁派遣契約が更新されず社員寮を出た人 

③住宅ローンが払えず居場所がなくなった人 

④ネットカフェが閉鎖され居場所がなくなった人 

mailto:jinken@city.miki.lg.jp


 

 

【テーマ:～心あたたまるあの場面～】･･･エレベーターで混んでいる時、妊婦さんが乗れなくて困っていた時、小学生ぐらい
の子がお母さんに「階段でいこ！」と声をかけて、お母さんと一緒にエレベーターを降りていった時 

人権の小窓

💛 神戸ＹＷＣＡ分室の夜回り活動 
毎月２回、野宿生活をされている方を

訪問し、何か必要なものはないか？困り
ごとはないか？などを尋ね、おにぎりや
パン、いまの季節なら携帯カイロ、マスク、
温かいコーヒーなどを提供し、また必要
であれば衣類や肌着などを手渡します。
状況に応じて病院の紹介や生活支援の紹
介をすることもあります。 

ボランティア活動なので、各々の仕事
を終えてメンバーは夜に集まります。神
戸ＹＷＣＡ分室の代表が中心となって事
前ミーティングを行い、その日に必要な
ものを準備して１台の車に３～４人乗り
合わせ、夜の７時頃から神戸の東方面の
待ち合わせ場所や野宿生活の場所を個別
訪問するのです。 
💛 「神戸冬の家」をきっかけに 

友人から誘われて参加した「神戸冬の
家」の炊き出しボランティアをきっかけ
に活動が広がりました。「神戸ルミナリエ」
会場の東遊園地（公園）で、阪神淡路大震
災以来、年末年始にかけて「神戸冬の家」
の炊き出しな
どの支援活動
が あ り ま し
た。参加すると、日替わりでいろいろなボ
ランティア団体が炊き出しを行い、野宿
生活者を中心に温かい昼食を無償で提供
するのです。ボランティアの皆さんと大
きな鍋で２５０食ぐらい調理します。お
昼の配膳の時間になると、普段、ほとんど

見かけたことのない野宿生活であろう方
が、２００人以上集まって列をつくって
並ばれます。列の中には高齢の女性の方
もいました。 
「野宿生活者ってこんなに多く居てはる
のか･･･」と正直驚きました。 

そこでお手伝いをしているときに、夜
回りで野宿生活者支援をしている団体が
あることを知り、神戸ＹＷＣＡ分室の活
動に参加するようになりました。 
💛 野宿生活者訪問(夜回り)に関わって 

実際に夜回りの野宿生活者支援に関わ
ってからも驚くことがたくさんありまし
た。公園の中で、おそらく拾ってきたであ
ろうマットレスを寝床にして暮らしてい
る方や、雨露をしのぐため歩道橋の下で
段ボールを敷いて寝泊まりされている方
など、都会の片隅で、実際に暮らしている
のです。 

この方々を個別に訪問して支援する中
で、神戸ＹＷＣＡ分室の代表が近況や個
人のニーズを訊いてまわります。 

とある野宿生活者は、「地域住民からの
苦情でここに警察が来て、『移動しろ』と
言われたけど移動する場所などあらへん」
と愚痴をこぼしていました。また別の野
宿生活者は、「きょうは仕事があって、
3,000 円もらったから、助かった」と嬉
しそうに話されていました。どんな仕事
か知りませんが、一日働いてたった
3,000 円とは、本当に驚かされます。 

このような方たちのために、公的支援
施設として「更正センター」や「更正援護
相談所」があり、受け入れと共に生活相談
もできます。そこへ神戸ＹＷＣＡ分室の

（２２５）   令和 3 年 2 月 

｢野宿生活者の実態 
と支援の現状」 

～神戸ＹＷＣＡ分室の夜回りの活動に参加して

手話通訳者    箕田
み の だ

 尚
た か し

 
２００１年、京都の手話サークル「たけのこ」に入会。  
２０１２年三木市内に転勤。同年より手話サークル「みき」に 

入会し活動している。 



 

妊婦さんが「ありがとう」と声をかけても、小学生ぐらいの子は「ニコッ」と笑うだけで去っていった時、「人を想える子だな」
「私もこうならないと」と思い、小学生の後を追い、降りました。  （ゆゆうた） 市民が創る まあるいココロ あったかメッセージ’１９より 

皆さんと施設見学に行ったことがありま
す。実際に足を運んで見ると、寝室は間仕
切りがなく､一列に並んだ布団の部屋や
間仕切りのない二段ベッドが多数並ぶ部
屋で、おおよそ施設内でのプライバシー
は無いようでした。支援対象者に施設の
ことを勧めても「あそこはいやや」と自ら
断るケースも少なくないのです。 

そのような野宿生活から自立された方
もいらっしゃいます。 

神戸冬の家の炊き出しボランティアで、
私は配膳後に回収したお皿とコップを洗
う係を担当していました。見知らぬ者同
士で他愛のない話をしながらお皿を洗っ
ていると、当日同じ係をしていたオッち
ゃんが・・・「ワシな、昔はここで（配膳
を）もらうほうやってん」と話し始めまし
た。聞けば野宿生活は長かったみたいで
すが、生活相談支援で何とかアパートを
借りられるようにまでなったそうです。     

そのオッちゃんが言うには「ここで世
話になったから、恩返しで炊き出しボラ
ンティアに来てるんや」と酒焼けした笑
顔でおっしゃっていました。そのオッち
ゃんは毎年、神戸冬の家の炊き出しボラ
ンティアに参加されています。 

それぞれ抱えている悩みや問題などは、
さまざまです。何かがきっかけで、野宿生
活を強いられるようになり、何かがきっ
かけで支援される側から支援する側にな
る。支援する側になったオッちゃんのよ
うに、ひとりでも多くの方が、そのような
機会に恵まれることを願って止みません。 
💛 コロナ禍での野宿者支援について 

２０２０年の３月頃からコロナウイル
ス感染拡大のため、私たちの生活様式も
かなり変わってきましたし、何かと不便
を強いられることも（マスクの品薄など）
ありましたが、野宿生活者には、もっとし
わ寄せがあります。例えば、国からの特別
給付金(10 万円)も、住民票がないという
理由で野宿生活者には給付がされません

でした。この冬の越年・越冬活動である
「神戸冬の家」の炊き出しも、密になるこ
とを避けるため、野宿者へは、おにぎりと
カップ麺の支給のみと、大幅に規模が縮
小されました。感染拡大予防のためにテ
ントの下での温かい食べ物の調理及び配
膳ができなくなったのです。 
💛 私の願い･･･ 

野宿生活者（あえて
ホームレスとは言い
ません）の話になる
と、どうしても「自己
責任論」になります。 

「働く気がないから野宿生活になるの
だ。まともに働かない、おまえが悪いのだ」
になってしまいがちです。個人情報にな
るので、詳しく伝えることはできません
が、野宿生活の方々はいろいろな事情を
抱え、今の生活を余儀なくされているの
です。誰一人として自ら望んで野宿生活
や病気などになった人はいないのです。 

神戸冬の家で、亡くなった野宿生活者
の方々の追悼集会をした時、お坊さんの
法話でこんな言葉がありました。 

「花を花と呼ぶなかれ、 
木を木と呼ぶなかれ」 

そう、私たちはどうしても総称として
「野宿者」「ホームレス」と言ってしまい
がちです。でも、その人には名前があるの
です。個々に事情を抱え、そういった生活
を余儀なくされている〇〇さん（個人名）
なのです。 

神戸ＹＷＣＡ分室の個別訪問では支援
する時、その人の「名前」でお声がけをし
ています。置かれる立場こそ違うけれど、
個々に〇〇さん△△さんと呼び合い、お
たがいの人権を当たり前に尊重し合って
いるのです。 

これは夜回りに参加して、私が一番強
く感じたことです。 

「花を花と呼ぶなかれ、 
木を木と呼ぶなかれ」 



 
 
 
日 曜 催し・講座など 日 曜 催し・講座など 
1 月  15 月  

2 火 経営相談 10：00～ 16 火  

3 水 子育てキャラバン 10:00～ 17 水  

4 木 手芸教室 13:30～ 18 木 手芸教室 13:30～ 茶道教室 13:00～ 

5 金 経営相談 10:00～ 19 金  

6 土 書を楽しむきらきら教室 13:00～ 

茶道教室 9:00～ 
 

20 土 茶道教室 9:00～ 
 

7 日  21 日  

8 月  22 月  

9 火 経営相談 10:00～ 23 火 天皇誕生日 

10 水  24 水    

11 木 建国記念の日 25 木  

12 金  26 金  

13 土  27 土  

14 日  28 日  

                    
奈良フィールドワークのご案内 

◆日 時 3 月 13 日（土） 
      8 時出発～18 時解散 
◆集 合 三木市文化会館駐車場 
      （三木市立中央図書館前） 

◆訪問先 奈良へ 
(人権推進課・三同教合同開催) 

① おおくぼまちづくり館(橿原市) 
※集落ごと移転させられた地区の歴史

と新たなまちづくりに学ぶ 
② 水平社博物館（御所市） 

※水平社創立に至る経過や部落解放運
動に立ち上がった青年の思いに学ぶ 

◆参加費 2,５00 円（昼食代・保険代等） 

◆定 員 ２５名 
◆受 付 ２月１５日(月)～ 

３月５日(金)正午まで 
（申込者多数の場合は抽選)  

【問い合せ先】三木市立総合隣保館または 
 三木市人権・同和教育協議会まで 

  TEL. ０７９４－８２－８３８８ 
  FAX. ０７９４－８２－８６５８  

【人権に関する記念日等】（２月） 
21日 国際母語デー 言語と文化の多様性、多言語 
     の使用、あらゆる母語の尊重の推進を目的として、 
     ユネスコが1999年に制定。   

               
募集  フラワーアレンジメント教室 
「おひなさま」 講師：田中真紀さん 
日 時：２月２６日(金) 午後７時００分～ 

会 場：三木市立総合隣保館 大会議室 

参加費：3,500 円   

持ち物：はさみ、円形の花器(直径１８cm、 

高さ５～６cm) 
申し込み：2 月2０日(土)までに隣保館へ82-8388 
 

催し物等に関するお問い合わせは総合隣保館（℡82－8388）まで 

①「私たちは若く自由だ」 
⇒「私たちは一つで自由だ」に 

➁「汝の息子全ての中に流れる真の愛国心」 
⇒「われわれ全てに流れる真の愛国心」に     

国家の歌詞変更に込めた平等と敬意 
 ①は､今年、国家の歌詞を変更したオーストラ
リアです。英国人の入植後に建国されたが、先
住民アボリジニはそれ以前から歴史を刻んでき
た。今こそ敬意を表すべきだと。➁は 3 年前に
変更したカナダの歌詞。ジェンダー間の平等を
訴えて変更された。社会の多数派は、鈍感だ。
コロナ差別など、誰かを傷つけていないか、私
たちに問われている。（いずれも神戸新聞の記事参照） 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
三木市が発行している｢まえむきに｣

(7 言語で記載)は次のような内容です。  

危機管理課では、２０１４年から『安
全・安心のまち「三木市」へようこそ』
のチラシを転入した外国人の方に配っ
ています。また、２０１９年には指さ

しで話す「コミュニケ 
ーション支援ボード」 
を作成しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
災害時に私たちが防災情報を得たい

時は、ひょうご防災ネットが便利です。 
（スマートフォンアプリ版登場！） 

このアプリをダウン

ロードすると、三木市
や神戸市西区など、指
定した市町の緊急情報
や、地震、津波、気象
警報などの防災に関す
る様々な情報を得るこ
とができます。また、

12 の言語への自動翻
訳、音声読み上げ機能もあります。 
 災害時に外国人の方と意思疎通を図

りたい時は、多言語指さしボードが便
利です。これは、兵庫県国際交流協会
及び自治体国際化協会のホームページ

からダウンロードすることができます。 
また､音声翻訳アプリが便利です。  

相手の言語に翻訳され、音声も出ます。 

 
 
 
 
 

これは、自然災害から身を守る「防災」に関するチラシです。 

１ 三木市での生活 

２ 三木市での生活が始まったら 

※台風や大雨のときは 

 (気象情報に注意、避難情報、 

避難する時間がない時） 

※地震が起きたら 

 (家族の安否確認、火事にならない 

ための対策、出口を確保、屋外へ避難、避難所へ避難) 

※日頃からの備え 

 (ご近所づきあい、近くの避難所の確認、非常時の持ち

出し品の準備、家具の固定) 

①市役所ですることが多いです。だから後で困りません。 
・転出届、転入届、転居届、出生届、年金の手続き 

➁日本のごみ捨ては難しいです。だから日本はきれいです。 
・指定ごみ袋あり（可燃ごみ、資源プラスチック）、収集日 

③日本には生活するルールが多いです。だから日本は安全です。 
・自転車に乗る時、夜は静かに 

④困っていたら教えてください。みんなで助けます。 
・くらし、仕事、子ども、ひどいことなどの相談 

⑤家の近くの人にあいさつしましょう。みんな親切です。 
・自治会のこと 
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【テーマ:～心あたたまるあの場面～】･･･ある雨の日、小３の女の子が１人で下校していました。それを見た中１の男の子。部活

で疲れ、カッパもなく濡れてしまう状況でも、〝１人は危ないし、さみしいだろう″と考え、自転車をおして、女の子のペースに合わせて、 

人権の小窓

日本で暮らす外国人は、全国で約２９３
万人以上、兵庫県内で約１１万人以上とな
りました。近年、自然災害が増える中、実
際に日本人と同様に多くの外国人が被災者
となるケースが増えています。 

当協会では、昨年１０月に(一財)自治体
国際化協会と協働し、災害時における外国
人支援の取組のひとつとして、避難所で外
国人とのコミュニケーションに役立つ｢多
言語指さしボード｣を作成しました。 
◎ 災害時の外国人住民の不安 

2016 年に起こった熊本地震の外国人
被災者支援活動報告書では、自国で地震を
経験したことがなく、地震への恐怖と今後
の予想ができない不安や、避難所内で情報
が日本語ばかりで孤立感を感じたことな
どが報告されています。 

つまり、自然災害の少ない国や文化や習
慣が異なる場合、災害や防災に関する情報
が少ないことや防災訓練などの体験に違い
があると考えられます。 

揺れを感じたら姿勢を低くして机やテー
ブルの下に入って頭を守るといった行動も、
訓練の経験がなければとれず、揺れを感じ
たら驚いて立ちすくむ人もいるでしょう。  

また、災害で自宅が被災し避難所に行く
ように勧められたとしても、一定の期間、
避難生活を送るための場所だということを
知らなければ、安心して避難所に行くこと
ができないかもしれません。 
◎ 災害時の避難所スタッフの戸惑い 

一方で、避難所のスタッフも被災した
外国人が避難してきた時に、どう対応し

てよいか戸惑うことが予想されます。災
害発生から時間が経過すると、多言語で
の情報提供や、通訳者の派遣などの支援
体制が整ってきますが、それまでの間、 

と、聞きたくても聞けない、伝えたくても
伝えられないという状況が起こり得ます。 

そこで、スタッフと外国人避難者双方
の不安を少しでも軽減する方法を、災害
対策の担当者や災害時の外国人対応の専
門家と一緒に考えてきました。 
◎ 三木市のコミュニケーション支援ボ

ードをヒントに･･･ 
そんな時に皆さんがお住まいの三木市

役所危機管理課が｢コミュニケーション
支援ボード｣を作っていることを知りま

した。同ボー
ドは、聴覚や
言語などに
障がいのあ

る方や、日本語の苦手な外国人、小さい子
どもや高齢の方などに言葉で伝えること
が難しい場合に、指さしでコミュニケー
ションをとることを目的にしています。 

これをヒントに、災害時に避難所で最
低限の意思疎通を図れる指さしのボード
があれば、避難所のスタッフも被災外国
人も安心ができるのではないかと考え、
避難所で使える「多言語指さしボード」を
作成することにしました。 

（２２６）   令和 3 年３月 

｢災害発生時の 
コミュニケーション方法」 

～日常のつながりを大切に～ 

（公財）兵庫県国際交流協会 

 企画広報課長  村上
む ら か み

 桐子
き り こ

 
幼少期を米国ニューハンプシャー州で過ごし、現地の学校で

E S L(外国人児童に対する英語指導)のサポートを受けたこと
をきっかけに在住外国人支援に関心を持つ。2018 年から現職。
多言語での情報発信や避難所で使える「多言語指さしボード」 
の開発など、災害時における外国人への支援の取組に携わって
いる。（一財）自治体国際化協会認定 多文化共生マネージャー。 

･日本語が分かるのだろうか？ 
･何語を話すのだろうか？ 
･困っている様子だがどうしたのだろうか？ 



嫌な顔ひとつせず、家まで送ってあげようとしていました年齢・性別を越えた心のつながり、優しさに触れ、みならわないといけない。そして、

そのつながりを大切に大人になってほしいと強く思いました。  （早紀） 市民が創る まあるいココロ あったかメッセージ’１９より 

◎ 「多言語指さしボード」とは･･･ 
この「多言語指さしボード」は、 

の１４言語に対応し、３種類のボードに
よって構成しています。 

１枚目は、ボードの使い方と使用する   
言語の確認ができます。   

２枚目は、避難所スタッフ用です。  
３枚目は、被災外国人用です。 

「持病があります」とか「お祈りがしたい
です」といった伝えたいこと   や 

「水」「くすり」といった欲しいものリス

トを載せています。記載する項目につい
ては、外国人コミュニティ団体や避難所
運営に携わる自治会の方々の協力を得な
がら選定しました。 

県内の避難所で災害時に活用していた
だけるよう、県内４１市町の防災担当部
署や市町国際交流協会にラミネート加工
したサンプルを送付し、12 月には担当者
を対象とした研修会を実施しました。 
◎ やさしい日本語で 

災害時には、「避難」「給水」「炊き出し」
といった普段は聞くことが少ない言葉が
多く使われます。ですから「逃げるところ」
といった分かりやすい日本語で伝えるこ
とも必要になってきます。地域で暮らす
外国人が増えるなか、平時から多言語で
の情報提供に加え、難しい言葉を分かり
やすく言い換えるなど相手に配慮した
｢やさしい日本語」の活用が期待されてい
ます。 
◎ 日常のつながりを大切に 

災害時の助け合いには、日頃からのつ
ながりも大切です。近所の人から「困った
ことはないか」と声をかけられたり、災害
の状況を分かりやすく説明してもらった
りするだけで不安も少なくなるでしょう。 

また、助けられるだけでなく、自分も困
った人を助けるなど、何かしたいと思う
外国人もいます。それで、このボードには、
避難所内のことについて手伝うことが可
能か尋ねる項目を入れています。 

「多言語指さしボード」が、地域で暮ら
す外国人住民も災害時には被災者となる
可能性があること、言葉がわからず、より
大きな不安を抱える人たちがいることに
ついて考えるきっかけとなり、日常のつ
ながりの一助となれば嬉しいです。 

英語、中国語（簡体/繁体）、韓国語、タガログ語、
ポルトガル語、スペイン語、フランス語、ロシア
語、ベトナム語、タイ語、ミャンマー語、インド
ネシア語、ネパール語、やさしい日本語 

＜参考文献＞ ◎一般財団法人熊本市国際交流振興事業団
（2019）『2016 熊本地震外国人被災者支援活動報告書(第三
版)多文化共生社会のあり方～発生から３年、学びを未来へ～』 
◎一般財団法人熊本市国際交流振興事業団、出入国管理庁・文
化庁（2020）『在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン』 



➁外国人とお話ししてみよう･･･ 
日本に来てよかったことや困ったこと 
をリレートークします 

※インドネシア・ベトナム・中国         
タイ･シリア･ブラジルの方など:30 分から 

 
 

 
                    
 

学校や地域に出向き、母国の文化や日本での生活とのちが 
いなどの身近なことを、わかりやすくお話していただきます。 
開催時間はご要望に応じます。ぜひご利用ください。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日 曜 催し・講座など 日 曜 催し・講座など 
1 月  15 月  

2 火  16 火 経営相談 10：00～ 

3 水 子育てキャラバン 10:00～ 17 水  

4 木 手芸教室 13:30～ 18 木 手芸教室 13:30～  

5 金  19 金 経営相談 10：00～ 

6 土 書を楽しむきらきら教室 13:00～ 20 土 春分の日 

7 日  21 日 

8 月  22 月  

9 火 経営相談 10:00～ 23 火 経営相談 10：00～ 

10 水  24 水    
11 木  25 木 茶道教室 12:00～ 

12 金 経営相談 10：00～ 26 金 経営相談 10：00～ 

13 土  27 土 茶道教室 9:00～ 

14 日  28 日  

催し物等に関するお問い合わせは総合隣保館（℡82－8388）まで 

①三木市の国際交流について･･･ 
三木市国際交流協会の取り組みについて
お話します 

※三木市国際交流協会事務局:30 分から 

三木市国際交流協会 多文化共生に向けた 
～出前講座のご案内～ 

④世界の料理教室･･･ 
母国の料理やお菓子を紹介しながら、
一緒につくります。 
（材料費はご負担ください。） 

※インドネシア・シリア・ベトナム・中国 
タイ･ブラジルの方など:1.5時間～2 時間 

③外国人による母国紹介･･･ 
外国人住民がそれぞれの母国について 
紹介します 

※インドネシア・ベトナム・中国・タイ 
シリア・ブラジルの方など：30 分から 
 

【お問合せ】三木市国際交流協会事務局 
TEL&FAX：0794-89-2318 まで 

【人権に関する記念日等】（３月） 
３日：全国水平社創立記念日 1922(大正11)年3 月3 
   日、京都・岡崎公会堂で、部落差別からの解放を自 
   らの手で勝ち取ろうと全国水平社が結成された。   
  ：耳の日 1954(昭和29)年、耳に関心を持ち、耳を 
   大切にするために、また、耳の不自由な人々に対す 
   る社会的な関心を盛り上げるために制定。 
８日：国際女性の日 1904(明治37)年3 月8 日にアメリ 
   カで、女性労働者が女性参政権を要求してデモを起 
   こした。1910(明治43)年に「女性の政治的自由と 
   平等のためにたたかう」記念日とするよう提唱した 
   ことがきっかけ。 
21 日：国際人種差別撤廃デー 1960(昭和35)年3 月 
   21 日、南アフリカで、人種隔離政策（アパルトヘイ 
   ト）に反対するデモ行進に対して警官隊が発砲し69 
   人が死亡。国連が人種差別に取り組む契機となった。 
   1966(昭和41)年の国連総会で制定。 
 
 ３月は【自殺対策強化月間】です 
 

 

 

 

 

 

 

 

【あなたの悩みや心配事を 
聞いてくれる人がいます】 

｢三木市こころの相談窓口｣ 
月曜～金曜：9：00～１７：００  祝日は除く 

電話番号  0794－89－2471  
※相談は無料で、秘密は厳守します。 

「兵庫いのちと心のサポートダイヤル」 
午後 6 時から午前 8 時 30 分（土日祝は 24 時間） 

電話番号 078-382-3566 


